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『歎
異
抄
』
の
思
想
の
背
景

-
『釈浄
土群
疑
論』
と
の関連
を
中
心と
し
てI

は
じ
め
に

『歎
異
抄
』
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
成
立
の
時
期
、

著
者
、

組
織
、
語

句
の
相
違
、
更
に
教
理
的
解
釈
な
ど
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
論
議
さ
れ
、
そ
れ

ら
の
中
に
は
、
す
で
に
見
解
の

一
致
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
今
な
お
意
見
の
相

違
し
た
ま
ま
議
論
の
続
け
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
著
者
に
つ
い
て
は
、
河
和
田

の
唯
円
が
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
が
、
教
理
的
内
容
に
つ
い
て
は
、

『歎
異
抄
』
が
、

果
し
て
親
鸞
の
思
想
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
が
問
題
に
な
る
ほ
ど
微
妙
な
点
さ
え
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
親
鸞
も
歴
史
的

存
在
で
あ
る
以
上
、
そ
の
教
学
の
確
立
に
は
、
そ
れ
以
前
の
諸
師
の
教
学
の
伝
統
の

相
承
が
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
『
歎
具
抄
』
第
二
条
に
は
、

弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。
仏

説
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
善
導
の
御
釈
虚
言
し
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。
善
導
の

『敬
異
抄
』
の
思
想
○
背
景

御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
、
法
然
の
お
ほ
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
。
法
然
の
お
ほ
せ
ま

こ
と
な
ら
ば
、
親
鸞
が
ま
ふ
す
む
ね
、
ま
た
も
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら

う
賦
。

と
あ

っ
て
、
こ
こ
で
は
、
弥
陀
1
釈
尊
1
善
導
―
法
然
1
親
鸞
と
次
第
し
て
連
記
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
た

一
方
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
印
度

・
中
国

・
日
本
の
三

国
の
浄
土
教
の
相
承
の
祖
師
と
し
て
は
、

『
正
信
偶
』
や

『
高
僧
和
讃
』
に
も
あ
る

よ
う
に
、
竜
樹

・
天
親

・
曇
鸞

・
道
紳

・
善
導

・
源
信

・
源
空

(法
然
)
の
七
高
僧

が
立
て
ら
れ
、
「
唯
可
y
信
’一斯
高
僧
説
こ

と
し
て
、
こ
れ
ら
の
三
国
七
祖
の
教
え
が

相
承
さ
れ
、
そ
の
教
学
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
斯

の

〔
七
〕
高
僧
の
説
」
が
、
親
鸞
の
教
学
の
伝
承
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ

っ
た
と

し
て
も
、
親
鸞
の
著
述
の
中
に
は
、
七
祖
以
外
の
諸
師
の
引
用
も
見
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
の
諸
師
の
教
え
も
、
親
鸞
の
思
想
形
成
の
上
に
、
直
接
ま
た
は
間
接

に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
法
然
が
浄
土
宗
の
師
資
相
承
の
人

ニ

ー



二
二

て
、間

日
。
若
依
E
二
昧
発
得
‘者
、
懐
感
禅
師
亦
是
三
昧
発
得
之
人
也
。
何
不
r用
レ
之
。

答
曰
。
善
導
是
師
也
、
懐
感
是
弟
子
也
。
故
依
に
師
不
レ
依
‘一弟
子
‘也
。
況
師
資
之

I

　　

s

1

5

1

1

　　

s

I

　

I

　

I

(
6
)

釈
、
其
相
違
甚
多
。
’故
不
レ
用
レ
之
。

と
い
っ
て
、
師

(善
導
)
資

(懐
感
)
の
間
に
は
思
想
的
相
違
が
甚
だ
多
い
と
し
て
、

師

(善
導
)
に
依
拠
し
て
、
弟
子

(懐
感
)
に
依
拠
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の

も
ゆ
え
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
で
に
こ
れ
ら
両
者
の
思
想
の
同
異
に
つ

い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
善
導
と
懐
感
と
が
師
資
の
関
係
に
あ
る
以
上
、
両

者
の
間
に
相
違
点
と
と
も
に
、
共
通
点
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
当
然
で
あ
る
と
い
え

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
号

師
と
し
て
選
定
し
た
と
い
わ
れ
る
中
国
浄
土
教
の
五
祖

(曇
鸞

・
道
棹

・
善
導

・
懐

感

・
少
康
)
の
中
の
第
四
の
懐
感
も
、
親
鸞
に
何
ら
か
の
か
か
お
り
を
持

っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
懐
感
は
、
初
め
玄
奘
所
伝
の
法
相
唯
識
を
学
び
、
後
に
善
導
に

師
事
し
て
念
仏
三
昧
を
発
得
し
、
『釈
浄
土
群
疑
論
』
‘(『
群
疑
論
』
)
等
を
撰
述
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
懐
感
の
浄
土
教
義
の
特
色
は
、

然
る
に
懐
感
は
、
『
大
』
『
観
』
二
経
の
調
和
は
計
ら
ざ
る
な
き
に
あ
ら
ず
と
雖
ど

も
、
も
と
法
相
宗
の
人
な
り
し
が
為
め
、
常
に
法
相
宗
の
教
義
を
か
り
来
り
て
、

巧
み
に
我
浄
土
教
の
教
義
を
解
決
せ
り
。
こ
れ
実
に
善
導
と
懐
感
と
の
異
る
所
に

し
て
、
他
に
見
る
能
は
ざ
る
所
の
本
論
の
特
徴
也
。

果
し
て
然
ら
ば
、

『釈
浄
土

群
疑
論
』
は
、
先
き
に
相
反
撥
し
た
る
善
導
と
玄
奘
と
の
二
大
教
義
の
調
和
的
産

物
と
も
名
く
べ
き
か
。

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
玄
奘
所
伝
の
法
相
唯
識
の
思
想
的
影
響
を
大
き
く
受
け

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
懐
感
0
浄
土

教
義
の
基
本
は
、

す
で
に
そ
の

一
端
を
考
察
し
た
ご
と
く
、

「
識
体
が
転
変
し
て

見
分
と
相
分
と
が
現
れ
る
」
と
い
う
玄
奘
所
伝
の
法
相
唯
識
、
い
わ
ゆ
る
新
訳
の
基

本
的
な
考
え
方
を
、
西
方
浄
土

(極
楽
世
界
)
の
解
釈
に
適
用
し
、
そ
の
西
方
浄
土

を
如
来
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
心
の
所
変
の
相
分
と
し
て
の
土
で
あ
る
と
考
え
た
点
に

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
懐
感
の
浄
土
観
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
懐
感
は
善

導
に
師
事
し
た
と
は
い
え
、
善
導
の
所
説
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
も
の
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。

法
然
が

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
(『
選
択
集
』
)
に
お
い

よ
う
。
こ
の
こ
と
が
ま
た
、
懐
感
が
浄
土
教
の
歴
史
に
お
い
て
、
多
く
の
諸
師
に
引

用
さ
れ
、
そ
の
説
が
重
視
さ
れ
て
来
た
理
由
の

一
つ
を
な
す
も
の
で
あ

っ
た
と
も
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
、
日
本
の
諸
師
の
著
述
に
お
け
る

『
群
疑
論
』
の
引
用
に

つ
い
て
は
、
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、

源
信

(恵
心
)、
並
び
に
法

(
10
)

然
に
つ
い
て
も
懐
感
と
の
関
連
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

『
歎
異
抄
』
に
関
す
る
多
く

の
問
題
の
中
、
特
に
懐
感
の

『
群
疑
論
』
と
直
接
も
し

く
は
間
接
に
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
、
親
鸞
の
著
述
、

並
び
に
浄
土
教
の
諸
師
の
著
述
と
の
関
連
の
面
か
ら
検
討
し
、

『歎
異
抄
』
の
思
想

の
背
景
を
理
解
す
る
資
と
し
た
い
と
思
う
。

注

(
1
)

　

『真
宗
聖
教
全
書
』
二
の
七
七
四
頁
~
七
七
五
頁
。

(
2
)

　　

同

　　

右

　　

二
の
四
六
頁

(『
正
信
偶
』
の
最
後
の
句
)。



(
3
)

　

『
群
疑
論
』
は
、
孟
銑
の
序
に
よ
る
と
、
快
感
の
寂
後
、

同
門
の
懐
慨
に
よ
っ
て
修

補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

(『
国
訳

一
切
経
』
(和
漢
撰
述
部
)
諸
宗
部
五
の

「
釈
浄
土

群
疑
論
解
題
」
二
頁
参
照
)
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
懐
感
の
著
と
し

て
お
く
。

(
4
)

　

佐
々
木
月
樵
全
集

『
印
度
支
那
日
本
浄
土
教
史
』
三
八
五
頁
。

(
5
)

　

拙
稿

「懐
感
の
浄
土
観
I
唯
識
説
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
I
」
(『
同
朋
大
学
論
叢
』

第
三
十
九
号
)。

(
6
)

『
真
宗
聖
教
全
書
』

一
の
九
九
〇
頁
。

(
7
)

　

『
国
訳

一
切
経
』
(和
漢
撰
述
部
)
諸
宗
部
五
の

「
釈
浄
土
群
疑
論
解
題
」
七
頁
以
下
。

(
8
)

　

拙
稿

「『
釈
浄
土
群
疑
論
』
所
引
の
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
つ
い
て
」
(『
同
朋
大
学
論

叢
』
第
四
十
四

・
四
十
五
合
併
号
)。

(
9
)

　

金
子
寛
哉

「
日
本
に
お
け
る

『
群
疑
論
』
の
引
用

(
一
)」
(『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

第
二
十
九
巻
第
二
号
)。

同

　

右

　

「
日
本
に
お
け
る
群
疑
論
の
引
用
(二
)
」
(『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第

三
十
巻
第
二
号
)。

(
10
)

　

八
木
臭
恵

『
恵
心
教
学
の
基
礎
的
研
究
』
第
四
章

・
懐
感
に
関
す
る
調
査
。

金
子
寛
哉

「法
然
上
人
の
見
た
懐
感
禅
師
I
著
作

・
御
法
語
を
中
心
と
し
て
I
」

(『藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念

・
史
学
仏
教
学
論
集

・
坤
』
)。

辺
地
解
慢

・
疑
城
胎
宮
に
も
往
生
し
て
、
果
遂
0
願
○
ゆ
へ
に
つ
ゐ
に
報
土
に
生

ず
る
は
名
号
不
思
議
の
ち
か
ら
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
誓
願
不
思
議
の
ゆ
へ
な
れ

(
11
)

ば
、
た

ゞ
ひ
と

つ
な
る
べ
し
。

本
条
は
、
誓
願
の
不
思
議
と
名
号
の
不
思
議
と
は

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
開
顕
す
る

の
が
主
旨
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
本
願
を
疑

っ
て
自
力
で
念
仏
す
る
者
は
、
仮
の

浄
土
、
す
な
わ
ち

「
真
実
報
土

(真
仏
土
)
」
に
対
す
る

「方
便
化
土

(化
身
土
)
」

と
し
て
の

「
辺
地
供
慢

・
疑
城
胎
宮
」
に
生
れ
る
が
、
果
遂
の
願

(第
二
十
願
)
に

よ
っ
て
、
最
後
に
は
真
実
報
土
に
生
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
中
の

「
辺
地
解
慢

・
疑
城
胎
宮
」
に
つ
い
て
は
、
諸
先
覚
の
著
書
に
お
い
て
、
そ

の
読
み
方
に
相
違
が
あ
り
、
「
辺
地
解
慢
疑
城
胎
宮
」
「
辺
地
解
慢

・
疑
城
胎
宮
」
「
辺

地

・
解
慢

・
疑
城
胎
宮
」
「
辺
地

・
僻
慢

・
疑
城

・
胎
宮
」
と
読
ま
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
著
書
の
中
に
は
、
本
文
で
は

「
辺
地
解
慢
疑
城
胎
宮
」
と
あ

っ
て

も
、
注
釈
で
は

「
辺
地
」
「
解
慢
」
「疑
城
」
「
胎
宮
」
と
分
け
て
説
明
さ
れ
、
ま
た
、

本
文
で
は

「
辺
地

・
解
慢

・
疑
城

・
胎
宮
」
と
あ

っ
て
も
、
注
釈
で
は

「
辺
地
解
慢
」

「
疑
城
胎
宮
」
と
二
つ
に
ま
と
め
て
説
明
さ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
も
あ

っ
て

一
様
で

は
な
い
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
の
著
書
、

並
び
に
消
息
、
法
語
の
中
の
そ
れ
ら
の
名
称
や
用
法
に
種
々
の
違
い
が
あ
る
こ
と
に

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
『
歎
異
抄
』
に
お
い
て
は
、
「
辺
地
」
の
み
に
つ
い
て
の
用
例
も
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
さ
し
お
き
、

前
掲
の
ご
と
く
、

s

s

s

s

s

s

　　

s

s

s

s

　　

s

s

s

s

「
信
ぜ
ざ
れ
ど
も
、
辺
地
雅
慢

・
疑
城
胎
宮
に
も
往
生
し
て
、

果
遂
の
願
の
ゆ

へ
に

二
三

一
、
辺
地
惺
慢

・
疑
城
胎
宮

『歎
異
抄
』
の
第
十

一
条
の
お
わ
り
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
み
づ
か
ら
の
は
か
ら
ひ
を
さ
し
は
さ
み
て
、
善
悪
の
ふ
た
つ
に
つ
き
て
、

往
生
の
た
す
け
さ
は
り
二
様
に
お
も
ふ
は
、
1　
願
の
不
思
議
を
ば
た
の
ま
ず
し
て
、

わ
が
こ
X
ろ
に
往
生
の
業
を
は
げ
み
て
ま
ふ
す
と
こ
ろ
の
念
仏
を
も
自
行
に
な
す

な
り
。
こ
の
ひ
と
は
名
号
の
不
思
議
を
も
ま
た
信
ぜ
ざ
る
な
り
。
信
ぜ
ざ
れ
ど
も
。

『
歎
異
抄
』
の
思
想
の
背
景



同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
号

っ
ゐ
に
報
土
に
生
ず
る
は
名
号
不
思
議
の
ち
か
ら
な
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
信
と

疑
」
「
報
土
と
化
土
」
の
問
題
が

『
歎
異
抄
』
0
中
心
課
題
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
歎
異
抄
』
の

「
辺
地
像
慢

・
疑
城
胎
宮
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の

よ
う
に
、
そ
の
読
み
方
に
違
い
が
あ
る
が
、
本
来
、
「
辺
地
」
「
解
慢
」
「
疑
城
」
「
胎

宮
」
の
四
つ
は
、
字
義
的
に
は
別
々
で
あ
る
が
、
真
実
報
土
に
対
す
る
方
便
化
土
の

称
呼
と
し
て
同
意
語
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

「
辺
地

・
解
慢

・
疑
城

・

胎
宮
」
「
辺
地

・
解
慢

・
疑
城
胎
宮
」
「
辺
地
解
慢

・
疑
城
胎
宮
」
の
何
れ
で
も
意
味

は
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
語
句
の
正
確
な
理
解
に
つ
い
て
は
、
親

鸞
の
著
述
の
中
の
用
法
に
つ
い
て
更
に
精
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
、
た
だ

「
辺
地
服
慢
」
「疑
城
胎
宮
」
や
、
そ
れ
ら
に
類
似
し
た

「
服
慢
辺

地
」
「
胎
生
疑
城
」
な
ど
の
語
句
が
、
親
鸞
の
著
述
や
消
息
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。

国

『教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻
(本
)」

㈲
謹
顕
二化
身
土
・者
、

仏
者
如
二元
量
寿
仏
観
経
説
丿
真
身
観
仏
是
也
。

土
者

観
経
浄
土
是
也
。
復
如
一菩
薩
処
胎
経
等
説
丿
即
解
慢
界
是
也
。
亦
如
二大
元

S

S

I

S

　

(
13
)

量
寿
経
説
丿
即
疑
城
胎
宮
是
也
。

㈲
拠
二経
家
}披
二師
釈
丿
雑
行
之
中
…
…
(中
略
)
…
…
此
皆
辺
地
胎
宮
・解
慢
界

(
14
)

業
因
。

S

I

I

I

　

(
15
)

㈲
仏
者
即
化
身
。
土
者
即
疑
城
胎
宮
是
也
。

㈲

『
愚
禿
紗
』

I

S

　　

I

S

　　

S

S

　　　　　

(
16
)

㈲
二
横
出
、
浄
土
。
胎
宮

・
辺
地

・
解
慢
之
往
生
也
。

二
四

ヽ

ヽ

S

I

　　　

S

S

S

ヽ

(
17
)

㈲
就
二弥
陀
化
土
二有
二
二
種
　
0

　

一
疑
城
胎
宮
、
二
解
慢
辺
地
。

剛
便
往
生
者
、
即
是
諸
機
各
別
業
因
果
成
土
、
胎
宮

・
辺
地

・
解
慢
界

・
双
樹

林
下
往
生
、
亦
難
思
往
生
也
。
応
レ
知
。

0

『浄
土
和
讃
』

I

S

X

S

　　　　　　　

(
19
)

辺
地
解
慢
に
と
ま
る
な
り

回

『疑
惑
和
讃
』

S

S

1

5

　　　　　　　　

(
20
)

㈲
辺
地
解
慢
に
と
ゞ
ま
り
て

S

I

S

S

　　　　　　　　

(
21
)

㈲
疑
城
胎
宮
に
と
ゞ
ま
れ
ば

S

I

S

I

　　　　　　　　

(
22
)

㈲
解
慢
辺
地
に
と
ま
る
な
り

一

一

一

一

　　　　　　　　

(
23
)

圓
辺
地
解
慢
に
む
ま
る
れ
ば

困

『浄
土
三
経
往
生
文
類

(略
本
)』

一

I

I

S

　　　　　　　　　　　　

(
24
)

疑
城
胎
宮
に
む
ま
る
と
い
ゑ
ど
も
、

同

『末
灯
紗
』

S

5

S

S

　　　　　

S

4

S

S

　　　　　　　　

(
25
)

同
解
慢
辺
地
の
往
生
、
胎
生
疑
城
の
浄
土
ま
で
ぞ
、

5

5

1

S

　　　　　　　

S

S

S

S

　　　　　　　　　　　

(
26
)

㈲
解
慢
辺
地
に
往
生
し
、
疑
城
胎
宮
に
往
生
す
る
だ
に
も
、

以
上
の
他
に
も
、
親
鸞
の
著
述
の
中
に
は
、
こ
れ
ら
と
類
似
し
た
語
句
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
名
称
や
用
法
に
は
違
い
が
あ

っ
て
、

な
か
ん
ず
く
、

「
尤

も
我
が
浄
土
真
宗
で
は
、
辺
地
解
慢
と
い
ふ
と
き
と
解
慢
辺
地
と
い
ふ
と
き
と
の
意

味
を
別
け
て
、
前
の
と
き
は
辺
地
と
解
慢
と
を
区
別
し
、
後
の
と
き
は
解
慢
即
ち
辺

(
27
)

地
と
す
る
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
辺
地
県
慢
」
と

「
解
慢
辺
地
」
と
の
同

異
の
問
題
、
更
に
は
、
第
十
九
願

(諸
行
往
生
)
、
第
二
十
願

(自
力
念
仏
往
生
)
と



の
関
連
な
ど
、
入
り
組
ん
だ
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
論

(弩

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
か
や
う
に
種
々
の
名
称
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
深
く
そ
の
義

を
考

へ
て
み
る
と
、
下
の
断
定
を
く
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
曰
く
、
化
土
は
そ
の
体

た
ゞ
一
つ
で
あ

っ
て
、
名
は
解
慢
界
と
疑
城
胎
宮
の
二
種
に
つ
ゞ
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
但
し
、
自
力
往
生
の
人
は
、
往
生
の
業
因
が
万
差
で
あ
る
か
ら
、
化
土
の
相
も
。

(
29
)

千
差
万
別
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
。
」
と
い
わ
れ
、

ま
た

「
経
釈
に
出
て
を
る
名
を

つ
ゞ
め
て
み
れ
ば
、
解
慢
界
と
疑
城
胎
宮
と
の
二
に
な
る
の
で
あ
る
。
何
故
か
な
れ

ば
、
胎
生
と
か
宮
胎
と
か
い
ふ
は
、
み
な
疑
城
胎
宮
の
相
で
あ
り
、
辺
地
は
或
は
解

(
30
)

慢
界
の
こ
と
を
指
し
、
或
は
疑
城
胎
宮
の
こ
と
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
「
雅
慢
界
」
と

「
疑
城
胎
宮
」
と
の
二
つ
に
要
約
さ
れ
る
と
思
わ

(
31
)

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
は
、
前
述
の
如
く
、
『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻

(本
)
」

の
初
め
に
お
い
て
、

「
解
俊
界
」
は

『菩
薩
処
胎
経
』
(『菩
薩
従
兜
術
天
降
神
母
胎

説
広
普
経
』
)
等
の
所
説
で
あ
り
、
「
疑
城
胎
宮
」
は

『
大
無
量
寿
経
』
の
所
説
に
依

拠
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
こ
れ
ら
の
語
句
が
、
懐
感

の

『
群
疑
論
』
と
い
か
な
る
か
か
お
り
を
も

っ
て
い
る
か
を
中
心
と
し
て
検
討
し
た

い
と
思
う
。

先
ず
、
「
解
慢
界
」
に
つ
い
て
見
る
と
、

親
鸞
の
著
述
の
中
で
、

明
確
に
懐
感
の

名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は

「
解
慢
界
」
に
関
連
の
あ
る

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
先
ず
、
そ
の
箇
所
を
掲
げ
る
と
、

H

『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻

(本
)
」

㈲
首
榜
厳
院

『
要
集
』
引
二感
禅
師
釈
‘云
。
「
問
。
著
薩
処
胎
経
第
二
説
、
西
方

『
歎
具
抄
』
の
思
想
の
背
景

〔慢
〕
界
二
一一一
発
‰
思
衆
生
、
欲
。

去
二此
閻
浮
提
‘十
二
億
那
由
他
、
有
二解

わ
れ
こ
れ
故
仏
と
あ
ら
は
れ
て

本
土
に
か

へ
る
と
し
め
し
け
り

一
代
仏
教
の
そ
の
な
か
に

濁
世
末
代
お
し
へ
け
る

源
信
僧
都
の
お
し
へ
に
は

専
雑
の
得
失
さ
だ
め
た
る二

五

源
信
和
尚
の
の
た
ま
は
く

化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば

本
師
源
空
ね
ん
ご
ろ
に

念
仏

一
門
ひ
ら
き
て
ぞ

霊
山
聴
衆
と
お
は
し
け
る

報
化
二
土
を
お
し
え
て
ぞ

生
‘・阿
弥
陀
仏
国
‘者
、
皆
深
‘一着
雅
慢
国
土
丿
不
レ能
三
前
進
生
二阿
弥
陀
仏
国
　
0

億
千
万
衆
、
時
有
二

人
{
能
生
二阿
弥
陀
仏
国
‘云
云
。
以
二此
経
‘淮
難
、

可
r
得
レ
生
。
答
。
群
疑
論
引
二
善
導
和
尚
前
文
「
而
釈
二
此
難
7
M
a
助
成
云
。

此
経
下
文
言
。
何
以
故
、
皆
由
二
解
慢
‘執
心
不
二牢
固
　0

是
知
、

雑
修
之
者

為
二執
心
不
牢
之
人
ご

執
心
牢
固
、
定
生
二
極
楽
国
　0
匹
又
報
浄
土
生
者
極
少
、
化
浄
土
中
生
者
不
y

少
゜
故
経
別
説
`
実
不
“一相
違
“也

」゚
E
心
呑

㈲
几
於
二浄
土

一
切
諸
行
丿
緯
和
尚
云
‘一万
行
丿
導
和
尚
称
二雑
行
丿
感
禅
師
云
二

諸
行
　0
信
和
尚
依
二
感
師
丿

　

空
聖
人
依
‘一導
和
尚
‘也
。

拠
二
経
家
一披
二
師
釈
丿

雑
行
之
中
雑
行
雑
心
、
雑
行
専
心
、
専
行
雑
心
、
亦
正
行
之
中
専
修
専
心
、

専
修
雑
心
、
雑
修
雑
心
、
此
皆
辺
地
胎
宮

・
雅
慢
界
業
因
。
故
雖
レ
生
二
極
楽
丿

不
レ
見
二
三
宝
丿
仏
心
光
朋
不
三
照
‘・摂
余
雑
業
行
者
一也
。

仮
令
之
誓
願
、

良

有
レ由
哉
。
仮
門
之
教
、
折
慕
之
釈
、
赳
弥
朋
袖

口

『
高
僧
和
讃
』
「
源
信
讃
」



二
六

そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も

の
で
あ
る
。

元
来
、

こ
の
部
分
は
、

『菩
薩
処
胎
経
』
の

「
解
慢
界
」
に
関
す
る
所
説
を
、

懐
感
が

『
群
疑
論
』
に
お
い
て
善
導
の

『
往
生
礼

讃
』
の
専
雑
二
修
の
得
失
の
所
説
に
依

っ
て
解
釈
し
た
部
分
を
、
源
信
が

『往
生
要

集
』
に
引
用
し
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
更
に
親
鸞
が

「
化
身
土
巻
」
に

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
号

本
師
源
信
和
尚
は

　　　　　

懐
感
禅
師
の
釈
に
よ
り

処
胎
経
を
ひ
ら
き
て
ぞ

　　　

解
慢
界
を
ば
あ
ら
は
せ
る

専
修
の
ひ
と
を
ほ
む
る
に
は

　

千
元

一
失
と
お
し
へ
た
り

雑
修
の
ひ
と
を
き
ら
ふ
に
は

　

万
不

一
生
と
の
べ
た
ま
ふ

報
の
浄
土
の
往
生
は

　　　　

お
ほ
か
ら
ず
と
ぞ
あ
ら
は
せ
る

化
土
に
む
ま
る
X
衆
生
を
ば

　

す
く
な
か
ら
ず
と
お
し
へ
た
り

男
女貴
賤
ことぐ
く

　　　

弥
陀
の
名
号
称
す
る
に

行
住
座
臥
も
え
ら
ば
れ
ず

　　

時
処
諸
縁
も
さ
は
り
な
し

煩
悩
に
ま
な
こ
さ
へ
ら
れ
て

　

摂
取
の
光
明
み
ざ
れ
ど
も

大
悲
も
の
う
き
こ
と
な
く
て

　

っ
ね
に
わ
が
身
を
て
ら
す
な
り

弥
陀
の
報
土
を
ね
が
ふ
ひ
と

　

外
儀
の
す
が
た
は
こ
と
な
り
と

本
願
名
号
信
受
し
て

　　　　

宦
麻
に
わ
す
る
X
こ
と
な
か
れ

極
悪
深
重
の
衆
生
は

　　　　

他
の
方
便
さ
ら
に
な
し

(
34
)

ひ
と
へ
に
弥
陀
を
称
し
て
ぞ

　

浄
土
に
む
ま
る
と
の
べ
た
ま
ふ

凹

『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』

(35
)

㈲

「
略
木
」
(省
略
)

余
)

㈲

「
広
本
」
(省
略
)

右
の
中
、
H

『教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻

(本
)
」
の
㈲
の
部
分

(
白

『浄
土
三
経

往
生
文
類
』
の
㈲

「
略
本
」、
㈲

「
広
本
」
も
同
じ
)
は
、

「
首
拐
厳
院
。
『
要
集
』
。。

引
″感
禅
師
。釈
で
弓
。」
と
い
っ
て
、
途
中
で
「
国
土
快
楽
…
…
一閲
後
」
を

「乃
至
」

と
い
っ
て
省
略
し
た
外
は
、
首
拐
厳
院

(源
信
)
の

『
往
生
要
集
』
の
該
当
箇
所
を

ま
た
、
『
群
疑
論
』
に
つ
い
て
も
、
道
忠
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
探
要
記
』
(『探
要
記
』
)

に
詳
細
な
注
釈
が
あ
る
の
で
、
『
六
要
炒
』、
並
び
に

『
菩
薩
処
胎
経
』
の
本
文
や
、

『
群
疑
論
』、

『探
要
記
』
を
彼
此
対
照
す
れ
ば
、

こ
の

「
化
身
土
巻
」
所
引
の
回
の

部
分
の
意
味
は
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、

こ
こ
で
は
、
『
群
疑
論
』
所
引
の

(
38
)

「善
導
禅
師
勧
二諸
四
衆
‘…
…
千
元
二

失
　0」
と
い
う
善
導

の
所
説
は
、

『
六
要
紗
』

に
、

「
今
此
。釈
者

『往
生
礼
讃
』
前
序
。文
也
、

『
論
』

(群
疑
論
)
所
引
者
取
意
。

(
39
)

文
。
多
故
。。其
。
言
聊
異
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
善
導
の

『
往
生
礼
讃
』
前
序
の
文
が
、

『
群
疑
論
』
に
は
取
意
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
『往
生
礼
讃
』
の
原
文

(
40
)

そ
の
ま
ま
で
は
な
い
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
H

『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻

(本
)
」
㈲
の

『
往
生
要
集
』
所

引
の箇
所
を
見
る
と、「塀
慢
界
」
の当
面
の系
譜
と
し
て
は、『菩
薩
処
胎
経』-

『群
疑
論』-
『往
生要
集』-
『教
行
信証』
・『浄
土
三経往
生文
類』
と
な
る

が
、
『
群
疑
論
』
の
中
に
は
、
前
述
の
よ
う
に

「
塀
慢
界
」
と
い
う
語
句
は
な
い
が
、

『往
生
礼
讃
』
の
文
が
取
意
的
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、

且
つ
ま
た

『教
行
信
証
』
所

(
41
)

引
と
同
種
の
も
の
が
、
法
然
の
著
述
の
中
に
も
見
ら
れ
る
、
即
ち
、

○

『
往
生
要
集
詮
要
』



閃
。
菩
薩
処
胎
経
第
二
説
。
西
力
去
二此
閻
浮
提
‘十
二
億
那
由
他
有
‘船
脚
か
　
0

(
42
)

(以
下
略
)

○

『
無
量
寿
経
釈
』

一
感
師
者
、
群
疑
論
云
。

間
日
。

菩
薩
処
胎
経
第
二
巻
説
、
西
方
去
二此
閻
浮

s

I

I

　　　　　　

(凹

提
‘十
二
低
那
由
佗
有
二
解
慢
国
J
(以
下
略
)

とあ
る点
より見
ると、
思
想
的
には
「解慢
界
」
は、
『菩薩
処
胎
経』1
〔『往

生礼
讃』〕-
『群
疑
論』-
『往
生
要
集』-
〔『往
生要
集詮
要』
『無
量
寿
経

釈
』〕-
『教
行
信
証』
『浄
土
三
経
往
生
文
類
』
と
いう
系
譜
を
たど
る
ことが
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

(
44
)

次
に
、
H

『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻

(本
)
」
の
㈲
の
部
分
は
、

「
諸
行
」
に
つ

い
て
の
異
名
を
挙
げ
、
道
緯

(『
安
楽
集
』
巻
下
)
は

「
万
行
」
、
善
導

(『
教
善
義
』
)

は

「
雑
行
」
、
懐
感

(『
群
疑
論
』
巻
第
四
)
は

「
諸
行
」、
源
信

(『
往
生
要
集
』
巻

下
末
)
は
懐
感
に
依

っ
て

「諸
行
」、
源
空

(『選
択
集
』
上
)
は
善
導
に
依
っ
て
「
雑

行
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

経
説
に
よ
り
師
釈
を
経
い
て
見
る
と
、

「
雑

行
之
中
雑
行
雑
心
、
…
…
雑
修
雑
心
」
は
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
辺
地
胎
宮

・
解
慢
界

の
業
因
で
あ
る
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
単
に
、
「
拠
二
経
家
‘披
二
師
釈
‘」
と

あ
る
の
み
で
、
こ
の
中
の

「
塀
慢
界
」
が
何
れ
の
経
釈
に
根
拠
を
置
く
も
の
で
あ
る

か
明
確
で
な
い
が
、
こ
こ
に
は
懐
感
や
源
信
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
先

の
H

「
化
身
土
巻

(本
)
」
の
㈲
の
部
分
と
同
じ
く
、

懐
感
の

『
群
疑
論
』
や
源
信

の

『
往
生
要
集
』
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

次
の
口

『
高
僧
和
讃
』
「
源
信
讃
」
十
首
は
、
親
鸞
が
、
源
信
の

『
往
生
要
集
』
に

『
政
異
抄
』
の
思
想
の
背
景

よ
っ
て
作
ら
れ
た
和
讃
で
あ
り
、
第
四
首
に

「本
師
源
信
和
尚
は
、
懐
感
禅
師
O
釈

に
よ
り
、
処
胎
経
を
ひ
ら
き
て
ぞ
、
解
慢
界
を
ば
あ
ら
は
せ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

先
の
H

『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻

(本
)」
の
㈲
の
部
分
と
同
主
旨
の
も
の
で
あ
る
。

な
お
、

「解
慢
界
」
と
い
う
語
句
は
な
い
が
、

親
鸞
の

『
正
信
念
仏
掲
』
や

『
念

仏
正
信
偶
』
の

「
源
信
章
」
も

『往
生
要
集
』
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
来
だ
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
「解
慢
界
」
は
、
『
菩
薩

処
胎経』-
〔『往
生礼
讃』
(善
導)〕―
『群疑
論』
(懐
感)―
『往
生要
集』

(源
信)1
〔『往
生要
集
詮要
』
『無
量
寿
経
釈』
(法
然
)〕―
『教
行
信証』『浄

土
三
経
往
生
文
類
』
『
高
僧
和
讃

(源
信
讃
)』
(親
鸞
)
と
い
う
思
想
的
系
譜
を
た
ど

る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
『
群
疑
論
』
に
は
、
以
上
の
外
に
も
、
『
菩
薩
処
胎

経
』
の

「
解
慢
国
」
に
つ
い
て
所
論
が
あ
る
の
で
、
次
に
そ
の
箇
所
を
掲
げ
て
お
き

た
い
。又

菩
薩
処
胎
経
説
7
衆
生
作
“
西
方
業
‘多
分
不
レ
得
レ
生
二於
西
方
‘生
中
於
回
慢
国

中
上
者
、

此
非
7
是
専
修
二
西
方
之
業
一至
心
発
願
之
人
い

以
二行
業
不
専
発
願
不

至
‘不
レ
当
二
本
願
‘故
不
二来
迎
丿
仏
若
来
迎
即
是
西
方
浄
土
業
成
。
豊
容
三
仏
迎

ヽ

ヽ

ヽ

(
45
)

而
生
二回
慢
国
‘也
。

以
上
に
お
い
て
、
「
解
慢
国
」
の
源
流
を
尋
ね
て
来
た
の
で
あ
る
が
、

更
に
、

他

の
浄
土
教
の
諸
師
の
著
述
の
中
に
も

『
群
疑
論
』
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
中
に
も

「
解

(
46
)

慢
国
」
に
関
す
る
部
分
の
引
用
も
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
検
討
も
必

要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「
疑
城
胎
宮
」
に
つ
い
て
見
る
と
、

前
記
の
よ
う
に
、

『
教
行
信
証
』
「
化

二
七



(
49
)

せ
ら
れ
て
あ
る
。

と
い
っ
て
、
「
胎
宮
」
を
、
『
大
経
』
の

「
胎
生
」
と

「
七
宝
の
宮
殿
」
と
に
依

っ
て

親
鸞
聖
人
が
造
ら
れ
た
語
句
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地

が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
確
か
に
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
大
経
』
の

※
H

　　　　

※
口

(
50
)

仏
告
‘・弥
勒
　0
此
諸
衆
生
亦
復
如
に
是
。
以
に疑
二惑
仏
智
‘生
二彼
宮
殿
　
0

※
H
仏
智
十
〔故
〕
宋
本
、
元
本
、
明
本
、
流
布
本
。

※
口
〔七
宝
〕
十
宮
殿

　

宋
本
、
元
本
、
明
本
。

と
い
う
経
文
は
、
コ
ニ
経
往
生
文
類
』
「
略
本
」
並
び
に

「
広
本
」
(『
教
行
信
証
』
「
化

身
土
巻
」
所
引
の
経
文
も
同
じ
)
で
は
、

仏
告
‘一弥
勒
丿
此
諸
衆
生
亦
復
如
y
是
、
以
三
疑
二
惑
仏
智
‘故
生
二彼
胎
宮
　
0

と
し
て
引
用
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
は
、

『
大
経
』
の

「
宮
殿
」
は

「
胎
宮
」
に
言

い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

『
六
要
紗
』
に
指
摘
さ
れ

て
お
り
、

「
生
彼
胎
」
者
、
本
云
‘一宮
殿
一今
云
二胎
宮
「
経
異
本
歎
、
『
定
善
義
』
中
判
云
二胎

か
二
言
二
「胎
生
」
‘者
宮
殿
故
有
‘・此
等
七
　
0　

と
あ

っ
て
、
『
大
経
』
(巻
下
)
の
本
文
に
は

「
生
二
彼
宮
殿
こ
と
あ
る
の
に
、
こ
の

『
教

行
信
証
』
(「
化
身
土
巻
」
)
所
引
の
経
文
で
は

「
生
二彼
胎
宮
‘」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

「経
」
に

「
異
本
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、

二
八

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
号

身
土
巻

(本
)
」

の
初
め
に

「
亦
如
二
大
元
量
寿
経
説
丿
即
疑
城
胎
宮
是
也
。
」
と
あ

っ
て
、

『
大
元
量
寿
経
』
の
所
説
に
依
拠
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の

語
句
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
諸
先
覚
に
よ
っ
て
詳
論
さ
れ
て
お
り
、

疑
城
胎
宮
は
、
『
大
経
』
の
胎
生
、
七
宝
宮
殿
と
い
う
文
を
根
本

の
拠
処
と
し
、

善
導
大
師
の
「
定
善
義
」
の
「
喩
レ
所
y
胎
」
の
文
、
及
び

『
守
護
国
界
経
』
に
「
生
二

於
疑
城
‘五
百
歳
受
y楽
」
と
あ
る
を
取
り
て
、
親
鸞
聖
人
の
名
づ
け
給
う
た
名
称

で
あ
る
。
不
了
仏
智
の
疑
惑
の
罪
に
依
り
、
宮
殿
の
中
に
五
百
歳
間
、
三
宝
を
見

(
47
)

聞
せ
ず
し
て
過
ぐ
る
と
い
う
意
で
あ
る
。

と
い
わ
れ
、
ま
た
、

こ
の
化
土
の
こ
と
を
疑
城
と
い
う
は
い
か
に
と
い
う
に

『
大
経
』
に
は
疑
城
と
い

う
名
目
は
な
け
れ
ど
も

『
大
阿
弥
陀
経
』
に

「
阿
弥
陀
仏
国
界
辺
自
然
七
宝
城
中
」

〔
阿
弥
陀
仏
の
国
界
の
辺
の
自
然
七
宝
城

の
中
〕
と
い
い

「
其
の
人
城
中
に
於
て

五
百
歳
乃
し
出
る
を
得
」
と
い
う
て
あ
り
、
ま
さ
し
く
は

『
楽
邦
文
類
』
に

『
主

護
国
界
経
』
の
文
を
引
い
て

「疑
情
未
だ
断
ぜ
ず
疑
城
に
生
ず
、
五
百
歳
楽
を
受

け
、
再
び
信
願
を
修
し
て
方
に
浄
土
に
帰
す
」
と
い
う
て
あ
る
。
聖
人
お
そ
ら
く

語
句
は
あ
る
が
、
「
胎
宮
」
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
「
胎
宮
」
が
問
題
に
な
る
が
、

「
『
定
善
義
』
中
判
云
二胎
宮
‘」
と
あ
る
が
、
『定
1　
義
』
の
原
文
に
は

「
含
レ華
未
レ
出
。

ヽ

ヽ

(
53
)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一

一

或
生
二
辺
界
丿
或
堕
二宮
胎
ご

と
い
う
文
句
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
「
宮
胎
」
と
い
う

胎
宮
と
い
う
は
聖
人
が
造
ら
れ
た
語
で
あ

っ
て
、
お
そ
ら
く

『
大
経
』
に

「
七
宝

の
宮
殿
」
と
あ
り

「
胎
生
」
と
あ
る
の
を
合
し
て
造
ら
れ
た
名
目
で
あ
ろ
う
。
『
三

経
往
生
文
類
』
に

『
大
経
』
の
文
を
引
き
給
う
と
き

「
仏
智
を
疑
惑
す
る
を
以
て

の
故
に
彼
の
宮
殿
に
生
ず
」
と
い
う
経
文
を

「
彼
の
胎
宮
に
生
ず
」
と
し
て
引
用



(
20
)

(
M
　　)

(
22
)

(
23
)

(
24
)

(
25
)

(
26
)

[

一
]
]
]
)

(
28
)

(
29
)

(
30
)

(
31
)

(
32
)

九
頁
参
照
。

柏
原
祐
義

注

(12
)

同 同 同 同 同 同 同 同

　　

右

　　

二
の
四
五
八
頁
下
四
行
~
五
行
。

同

　　

右

　　

二
の
四
七
八
頁
下

一
三
行
~
四
七
九
頁
上

一
行
。

同

　　

右

　　

二
の
四
九
三
頁
下

一
二
行
。

た
だ
し
、
左
訓
に
、
「
キ
ワ
ク
タ
イ
シ
ヤ
ウ
ヲ
ヘ
ソ
チ
ト
イ

フ

コ
レ
五
百
歳
ヲ
ヘ
テ

ホ
ウ
ト

ニ
(
マ
イ
ル
ナ
リ
シ

ョ
キ
ヤ
ウ

フ
ウ
シ
ヤ
ウ

ノ
ヒ
ト

(
ケ

マ
y

ニ
オ
ツ

コ
レ

ラ
(
オ
ク
セ
ソ
マ
ソ
ノ
ト
キ
マ
レ
ニ
一
人
ホ
ウ
ト
ヘ
「
ス
ヽ
ム
ナ
リ
」
(『親
鸞
聖
人

真
蹟
集
成
』
第
三
巻
八
七
頁
。)
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
「辺
地
」
と

「解
慢
」
と

に
分
け
て
、

「辺
地
」
は

「疑
惑
胎
生
」
(第
二
十
願

・
自
力
念
仏
)
で
あ
り
、

「解

慢
」
は

「諸
行
往
生
」
(第
十
九
願
)
の
人
の
入
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
17
)

(
18
)

(
19
)

こ
の
語
句
が
前
述
の
よ
う
に
親
鸞
の
新
造
語
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
検
討
の

余
地
が
あ
る
。
す
で
に
、

こ
の

「
胎
宮
」
と
い
う
語
句
は
、

『
群
疑
論
』
巻
第
七
に

見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

故
元
量
寿
経
云
、
由
レ疑
二彼
仏
不
思
議
智
‘生
二彼
胎
宮
「
元
r
有
’一衆
苦
{
但
五
百

s

I

　　

(
54
)

歳
中
胎
宮
掩
閉
。

と
あ

っ
て
、
『
大
経
』
の
所
説
が
取
意
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
こ
に
は
明
確
に

「
胎
宮
」
と
い
う
語
句
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
「
疑
城
胎
宮
」

と
い
う
四
字

一
連
の
語
句
は
と
も
か
く
と
し
て
、
少
く
と
も

「胎
宮
」
は
親
鸞
の
新

造
語
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

『大
経
』
の
異
本
に

「胎
宮
」
と
な

っ
て
い
た
も
の

が
あ

っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
『
群
疑
論
』
所
説
の

「
胎
宮
」
と

『
教
行
信
証
』
等
所

説
の

「胎
宮
」
と
が
直
接
関
係
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
が
、

『
群
疑
論
』
巻
第
七
の

「
胎
宮
」
は
、
『
教
行
信
証
』
等
の

「
胎
宮
」
の
先
駆
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

(
33
)

(
34
)

(
35
)

⌒ ⌒

16 15
- -

『
歎
異
抄
』
の
思
想
の
背
景

(
13
)

(
14
)

柏
原
祐
義

『
三
帖
和
讃
講
義
』
三

一
六
頁
~
三

一
七
頁
。

同

　　　　

右

　　　

三

一
七
頁
~
三

一
八
頁
。

注

(13
)
の
箇
所
参
照
。

『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
の

一
四
六
頁
~

一
四
七
頁
。

こ
の
中
に
は
、
「菩
薩
処
胎
経
第
二
」
と
あ
る
が
、
「巻
三
を

「第
二
」
と
誤
っ
て
い

る
の
は
、
こ
れ
が
釈
浄
土
群
疑
論
巻
四
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
」

(『源
信
』
日
本
思
想
大
系

(岩
波
書
店
)
二
七
六
頁
上
注
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
巻

数
に
つ
い
て
は
、
な
お
資
料
的
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
の

一
五
六
頁
。

同

　　

右

　　

二
の
五

一
一
頁
~
五

一
二
頁
。

同

　　

右

　　

二
の
五
四
七
頁
~
五
四
八
頁
。
(わ
ず
か
の
文
字
の
相
違
を
除
い

二
九

注
『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
の
七
七
九
頁
~
七
八
〇
頁
。

暁
鳥

　

敏

『
敬
異
紗
講
話
』
二
六
九
頁
以
下
。

山
辺
習
学

・
赤
沼
智
善

『
教
行
信
証
講
義

(真
仏
土
巻

・
化
身
土
巻
)
』

一
二
三
八

頁
以
下
。

柏
原
祐
義

『
三
帖
和
讃
講
義
』
三

一
五
頁
以
下
。

『真
宗
聖
教
全
書
』
二
の
一
四
三
頁
。

同

　　

右

　　

二
の
一
五
六
頁
四
行
。

同

　　

右

　　

二
の

一
五
六
頁

一
一
行
。

同

　　

右

　　

二
の
四
五
六
頁
上
四
行
~
五
行
。

(
11
)

(
12
)



同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
号

て
、
注

(32
)
の

「化
身
土
巻

(本
)
」
の
部
分
と
同

一
で
あ
る
の
で
省
略
す
る
。
)

(
36
)

　　

同

　　

右

　　

二
の
五
五
六
頁
~
五
五
七
頁
。
(わ
ず
か
の
文
字
の
相
違
を
除
い

て
、
注

(32
)
の

「化
身
土
巻

(本
)
」
の
部
分
と
同

一
で
あ
る
の
で
省
略
す
る
。
)

(
37
)

　　

同

　　

右

　　

二
の
三
八
四
頁
~
三
八
五
頁
。

(
38
)

　

『浄
土
宗
全
書
』
第
六
巻
四
九
頁
下
。

(
39
)

　

『真
宗
聖
教
全
書
』
二
の
三
八
四
頁
。

(
40
)

　

金
子
寛
哉
「善
導
大
師
と
懐
感
禅
師
に
つ
い
て
」
(『小
沢
教
授
頌
寿
記
念
ぷ
に導
大

師
の
思
想
と
そ
の
影
響
』
二
三
二
頁
以
下
)
参
照
。

(
41
)

　

金子寛哉
「法然
上人
の見
た懐感禅
師1
著作
・御
法語を中
心とし
てI
」

(『藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念

・
史
学
仏
教
学
論
集

・
坤
』
八
八
五
頁
以
下
)
参
照
。

(
42
)

　

石
井
教
道

『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
七
頁
~
八
頁
。

(
43
)

　　

同

　

‐
右

　　　　　　　　　　　　

八
六
頁
。

(
44
)

　

山
辺
習
学

・
赤
沼
智
善

『教
行
信
証
講
義

(真
仏
土
巻

・
化
身
土
巻
)
』

一
三
三
七

頁
以
下
参
照
。

(45
)

『
浄
土
宗
全
書
』
第
六
巻
八
八
頁
上
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は

『
探
要
記
』
巻
第

十
三

(『浄
土
宗
全
書
』
第
六
巻
五
一
七
頁
)
参
照
。

(
46
)

　

金
子
寛
哉

「
日
本
に
お
け
る

『
群
疑
論
』
の
引
用
H
」
(『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第

二
九
巻
第
二
号
八
二
五
頁
)。

(
47
)

　

山
辺
習
学

・
赤
沼
智
善

『教
行
信
証
講
義

(真
仏
土
巻
・化
身
土
巻
)
』

一
二
四

一
頁
。

ま
た
、
柏
原
祐
義

『
三
帖
和
讃
講
義
』
三

一
八
頁
に
も
同
主
旨
の
説
明
が
あ
る
。

(
48
)

　

暁
烏

　

敏

『歎
異
抄
講
話
』
(講
談
社
学
術
文
庫
)
二
八
〇
頁
。
(同

『
歎
異
紗
講
話
』

(平
楽
寺
書
店
)
二
七
四
頁
?
二
七
五
頁
。)

　　　　

。

。

(
49
)
’

　

同

　　

右

　　

『
歎
異
抄
講
話
』
二
八

一
頁
。

(
50
)

　

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第

一
二
巻
二
七
八
頁
中
。

な
お、
松原祐善
『大無
量寿経
講讃-
悲化段を中
心とし
てI
』
(東本

願
寺
出
版
部
)
所
掲

(二
二
四
頁
上
段
~
二
二
五
頁
上
段
)
の
経
文

(高
麗
版
)
も

「仏
告
弥
勒
此
諸
衆
生
亦
復
如
是
以
疑
惑
仏
智
生
彼
宮
殿
」
と
あ
り
、

ま
た
、
同
じ

く
所
掲

(二
二
四
頁
下
段
~
二
二
五
頁
下
段
)
の
伝

・
存
覚
上
人
書
写
の

『無
量
寿

経
延
書
』
には、
「仏
弥
勒
ニツケ
タ
マ
(ク
コノ
モ
ロく
ノ衆
生
モ
マタく

三
〇

カ
ク
ノ
コ
ト
シ
仏
智
ヲ
疑
惑
ス
ル
ヲ
モ
テ
ノ
ユ
ヘ
干

る
。

(51
)

『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
「略
本
」
は

『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
の
五
四
九
頁
。
(『親
鸞

聖
人
真
蹟
集
成
』
第
三
巻
三
六
〇
頁
。
)

『浄
土
三
経
往
生
文
類
』
「広
本
」
は

『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
の
五
五
八
頁
。

『教
行
信
証
』
化
身
土
巻

(本
)
は

『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
の

一
四
五
頁
。
(『親
鸞
聖

人
真
蹟
集
成
』
第
二
巻
四
七
九
頁
。
専
修
寺
本

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
下
巻

(法
蔵
館
)
五
二
七
頁
~
五
二
八
頁
。
)

(
52
)

　

『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
の
三
八
三
頁
。

(
53
)

　　

同

　　

右

　　　

一
の
五
〇
八
頁
。

こ
の
部
分
は
、

『教
行
信
証
』
「化
身
土
巻

(本
)」
(『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
の

一
四

六
頁
八
行
)、
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
「略
本
」
(『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
の
五
五
〇
頁

二
行
)。
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
「広
本
」
(『真
宗
聖
教
全
書
』
二
の
五
五
九
頁

一
〇

行
)
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(54
)

『浄
土
宗
全
書
』
第
六
巻
九
七
頁
上
。

二
、
滅
罪
の
念
仏

『歎
異
抄
』
の
第
十
四
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
、
回

一
念
に
八
十
億
劫
の
重
罪
を
滅
す
と
信
ず
べ
し
と
い
ふ
こ
と
。

圓
こ
の
条
は
、
十
悪

・
五
逆
の
罪
人
、
日
ご
ろ
念
仏
を
ま
ふ
さ
ず
し
て
、
命
終

の
と
き
は
じ
め
て
善
知
識
の
を
し
へ
に
て
、

一
念
ま
ふ
せ
ば
八
十
億
劫
の
つ

み
を
滅
し
、
十
念
ま
ふ
せ
ば
十
八
十
億
劫
の
重
罪
を
滅
し
て
、
往
生
す
、
と

い

へ
り
。

回
こ
れ
は
、
十
悪

・
五
逆
の
軽
重
を
し
ら
せ
ん
が
た
め
に

一
念

・
十
念
と
い
へ

る
が
、
滅
罪
の
利
益
な
り
。
い
ま
だ
わ
れ
ら
が
信
ず
る
と
こ
ろ
に
お
よ
ば
ず
。



の

「
下
品
」
を
典
拠
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
中
の

「
十
悪

・
五
逆
の
罪
人
」
に
つ
い
て
、
こ
の

「
十
悪

・
五
逆
」
を
、
「
下
品
」

の
中
で
も
、
「下
下
品
」
の
み
に
か
か
お
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
か
、

或
は
、

十
悪

は

「下
上
品
」、
五
逆
は

「
下
下
品
」
と
二
つ
に
分
け
て
見
る
べ
き
な
の
か
、
古
来
異

論
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
次
の
回

「
こ
れ
は
、
十
悪

・
五
逆
の
軽
重
を
し
ら
せ
ん
が

た
め
に
…
…
」
と
あ
る
中
の

「
十
悪

・
五
逆
の
軽
重
」
の
解
釈
と
も
関
連
し
て
く
る

問
題
で
あ
る
。

㈲

「
こ
れ
は
、
十
悪

・
五
逆
の
軽
重
を
し
ら
せ
ん
が
た
め
に

一
念

・
十
念
と
い
へ

る
が
、

滅
罪
の
利
益
な
り
。

い
ま
だ
わ
れ
ら
が
信
ず
る
と
こ
ろ
に
お
よ
ば
ず
。
」
と

あ
る
の
は
、
「「
十
悪
五
逆
の
軽
重
を
し
ら
せ
ん
が
た
め
に
」
と
い
ふ
こ
と
は

『
観
経
』

の
本
文
に
現
は
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
し
て
、
『炒
』
の
作
者
の
味
識
の
上
の

(
57
)

こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」
と
か
、

ま
た

「
唯
円
房
の
新
ら
し
い
釈
義
は
、

経
文

の
形
式
よ
り
も
内
面
に
ふ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
新
釈
は
親
鸞
聖
人
の
卓
見
を
そ

(
58
)

の
ま
I
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
か
、
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
の
回
向
の
部
分

に
対
す
る

『
歎
異
抄
』
の
著
者
の
釈
義
で
あ

っ
て
、
こ
の
部
分
も
極
め
て
難
解
で
あ

(
59
)

ると
さ
れ
て
いるが、
先覚
の所論
に従
って、
「これ
(㈲
の所
説)
はI
十

(
60
)

悪
・五逆
の軽
重
を
しら
せ
んが
た
め
に
一念
・十念
と
い
へるが
I
滅
罪
の利

益
な
り
。
〔㈲
の
主
張
は
〕
い
ま
だ
わ
れ
ら
が
信
ず
る
と
こ
ろ
に
お
よ
ば
ず
。
」
と
解

す
れ
ば
意
味
が
明
瞭
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
こ
れ

(㈲
の
所
説
)
は
」
は
、

「
十
悪

・
五
逆
の
軽
重
を
し
ら
せ
ん
が

た
め
に

一
念

・
十
念
と
い
へ
る
が
」
と

「
滅

罪
の
利
益
な
り
。」
と
の
両
方
に
か
か
る
と
考
え
、
「
い
ま
だ
わ
れ
ら
が
信
ず
る
と
こ

三

一

圓
そ
の
ゆ
へ
は
、
…
…
(中
略
)
…
…
念
仏
ま
ふ
さ
ん
ご
と
に
。
つ
み
を
ほ
ろ
ぼ

さ
ん
と
信
ぜ
ん
は
、
す
で
に
わ
れ
と
つ
み
を
け
し
て
往
生
せ
ん
と
は
げ
む
に

て
こ
そ
さ
ふ
ら
う
な
れ
。
…
…
(中
略
)
…
…
つ
み
を
滅
せ
ん
と
お
も
は
ん
は
、

自
力
の
こ
X
ろ
に
し
て
、
臨
終
正
念
と
い
の
る
ひ
と
の
本
意
な
れ
ば
、
他
力

(
55
)

の
信
心
な
き
に
て
さ
ふ
ら
う
な
り
。

本
条
に
は
、
先
ず
、
圓

「
一
念
に
八
十
億
劫
の
重
罪
を
滅
す
と
信
ず
べ
し
と
い
ふ

こ
と
。
」
と
標
挙
し
て
あ
る
が
、
「
さ
て
、
こ
&
に
出
す
は
、

一
念
に
八
十
億
劫
の
重

罪
を
滅
す
る
と
、
信
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
ぎ
り
な
れ
ど
も
、
こ
れ
限
り
と
思
ふ
と

(
56
)

違
ふ
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
標
挙
は
、
文
字
通
り
に
は
、
単
に

一
念
に
八
十
億
劫

の
重
罪
を
滅
す
る
と
信
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
あ
る
が
、
た
だ
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
て
、

下
に
「
念
仏
ま
ふ
さ
ん
ご
と
に
、

つ
み
を
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
と
信

ぜ
ん
は
、
す
で
に
わ
れ
と
つ
み
を
け
し
て
往
生
せ
ん
と
は
げ
む
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
う

な
れ
。
」
と
か
、
「
つ
み
を
滅
せ
ん
と
お
も
は
ん
は
、
自
力
の
こ
X
ろ
に
し
て
、
臨
終

正
念
と
い
の
る
ひ
と
の
本
意
な
れ
ば
、
」

と
あ
る
の
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、

こ
の
標

挙
は
、

一
声
の
念
仏
に
よ
っ
て
八
十
億
劫
の
重
罪
を
滅
す
る
の
で
あ
る
と
信
じ
て
、

臨
終
正
念
を
祈
り
、

一
声
で
も
多
く
念
仏
す
る
よ
う
に
励
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
自

力
の
念
仏
の
異
義
者
の
主
張
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
異
義
者
の
主
張
は
、
次
に
圓

「
こ
の
条
は
、
十
悪

・
五
逆
の
罪
人
、

日
ご
ろ
念
仏
を
ま
ふ
さ
ず
し
て
、
命
終
の
と
き
は
じ
め
て
善
知
識
の
を
し
へ
に
て
、

一
念
も
ふ
せ
ば
八
十
億
劫
の
つ
み
を
滅
し
、
十
念
ま
ふ
せ
ば
十
八
十
億
劫
の
重
罪
を

滅
し
て
、

往
生
す
、

と
い
へ
り
。」
と
あ
る
よ
う
に
、

『
観
無
量
寿
経
』
(『観
経
』
)

『
慨
異
砂
`
の
忌
想
の
背
景
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ろ
に
お
よ
ば
ず
。」
の
主
語
は
、
「㈲
の
主
張
」
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
見
る
と
、
㈲
の
部
分
全
体
の
意
味
は
、
「
こ
れ

(㈲
の
所
説
)
は
、
十
悪

・
五
逆

の
軽
重
を
し
ら
せ
ん
が
た
め
に

一
念

〔
ま
ふ
せ
ば
八
十
億
劫
の
つ
み
を
滅
し
、
〕
十

念

〔
ま
ふ
せ
ば
十
八
十
億
劫
の
重
罪
を
滅
し
て
、
往
生
す
、
〕
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

〔
こ
れ

(㈲
の
所
説
)
は
〕
〔念
仏
に
は
内
徳
と
し
て
〕
滅
罪
の
利
益

〔が
あ
る
こ
と

を
説
示
し
て
い
る
も
の
〕
な
の
で
あ
り
、
〔念
仏
に
は
滅
罪
の
利
益
が
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、

一
声
で
も
多
く
念
仏
を
励
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
自
力
の
念
仏
を
勧
め
た

も
の
で
は
な
い
。〕
〔従

っ
て
、
圓

一
念
に
八
十
億
劫
の
重
罪
を
滅
す
と
信
じ
て
、
臨

終
正
念
を
祈
り
、

一
声
で
も
多
く
念
仏
す
る
よ
う
に
励
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
自
力

の
念
仏
の
異
義
者
の
主
張
は
、
〕
い
ま
だ
わ
れ
ら
が
信
ず
る
と
こ
ろ

(平
生
業
成
、
他

力
の
念
仏
)
に
お
よ
ば
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

こ
こ

で
、
異
義
者
は
、
『
観
経
』
の
所
説
を
教
証
と
し
て
自
力
の
念
仏
を
勧
め
て
い
る
の

で
あ
る
が
、

こ
の
『
観
経
』
の
所
説
は
、

念
仏
の
内
徳
と
し
て
の
滅
罪
の
利
益
を
説

示
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
自
力
の
念
仏
を
勧
め
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
で

『
観
経
』
の
所
説
を
教
証
と
し
て
掲
げ
て
自
力
の
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
は
妥
当
で
は

な
い
と
す
る
の
が
、
『歎
異
抄
』
の
著
者
の
見
解
で
あ
ろ
う
。

次
い
で
、
圓
以
下
で
、
そ
の
ゆ
へ

(理
由
)
を
説
明
し
、
報
謝
の
念
仏
、
他
力
の

信
心
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
本
条
の
主
旨
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
は
、
特
に
考
究
す
べ
き
多
く
の
問
題
が

含
ま
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
特
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
古
来
異
論
が
あ

っ
て
問

題
に
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
の
㈲
と
回
の
十
悪

・
五
逆
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
、
『群
疑

三
二

論
』
と
の
関
係
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。
こ
の

『
群
疑
論
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
、
妙
音
院
了
祥

『歎
異
抄
聞
記
』
(『
聞
記
』
)
に
、
「
古
人
が
た
ゞ
善
導
の
意

に
依
て
、
こ
x
を
解
し
た
る
は
甚
だ
行
届
か
ず
。

『
群
疑
論
』
と
見
る
と
、

こ
の
論

一
義
で
、
こ
の
文
は
難
な
く
す
め
る
な
り
。」
と
あ

っ
て
、

そ
こ
で
詳
細
に
論
じ
ら

れ
て
い
る
の
で
、
以
下
、
『
聞
記
』
を
始
め
、

諸
先
覚
の
所
論
を
参
照
し
つ
つ
、

㈲

と
回
の
部
分
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

先
ず
、
比
較
の
便
宜
上
、
『
観
経
』
の

「
下
下
品
」
の
文
と
、
『
歎
異
抄
』
の
㈲
の

部
分
、

及
び
、

聖
覚
の

『
唯
信
抄
』
や
親
鸞
の

『
唯
信
紗
文
意
』
に
も

「
下
下
品
」

に
つ
い
て
の
釈
義
が
見
ら
れ
る
の
で
そ
の
該
当
箇
所
を
、
次
に
合
わ
せ
て
掲
げ
て
お

き
た
い
。

な
お
、

善
導
の

『観
経
四
帖
疏
』
「散
善
義
」
の
参
照
が
各
処
に
必
要
に

な
る
の
で
、
『
観
経
』
「
下
三
品
」
の
経
文
と
合
わ
せ
て
列
挙
し
て
お
く
。

a
)

　　　　

(63
)

　　　　

(9

　　　　　　

(
65
)

A
、
『
観
経
』
「
下
下
品
」
・
『
唯
信
抄
』
・
『
歎
異
抄
』
・
『
唯
信
紗
文
意
』
の
対
照

印

「下
下
品
」
仏
告
‘一阿
難
及
章
提
希
　0
下
品
下
生
者
、

『
唯
信
抄
』
『
観
元
量
寿
経
』
の
下
品
下
生
の
人
の
相
を
と
く
に
い
は
く
、

『歎
異
抄
』
(こ
の
条
は
、
)

回

「
下
下
品
」
或
有
二衆
生
丿
作
二
不
善
業
五
逆

・
十
悪
「
具
二諸
不
善
　
0

〔如
y
此
愚
人
、
以
二悪
業
’故
、
…
…
(中
略
)
…
…
〕

『唯
信抄』
五逆
・十
悪
を
つく
りも
ろく
の不善
を具
せ
るも
の、

『
歎
異
抄
』
十
悪

・
五
逆
の
罪
人
、

0

「下
下
品
」
如
に
此
愚
人
、臨
二命
終
時
「
遇
T
善
知
識
種
種
安
慰
為
説
二妙
法
‘

教
令
中
念
仏
″



、〔
此
人
苦
遍
、
…
…
(中
略
)
…
…
〈
J
‘・’戸
不
r
絶
、
〕

『
唯
信
抄
』
臨
終
の
と
き
に
い
た
り
て
、
は
じ
め
て
善
知
識
の
す
i
め
に
よ

り
て
、

『
歎
異
抄
』
日
ご
ろ
念
仏
を
ま
ふ
さ
ず
し
て
、
命
終
の
と
き
は
じ
め
て
善
知

識
の
を
し
へ
に
て
、

岡

「下
下
品
」
具
二足
十
念
・称
二南
無
阿
弥
陀
仏
　0
称
二仏
名
’故
、
於
二念
念
中
・

除
二
八
十
億
劫
生
死
之
罪
べ

〔命
終
之
時
、
…
…
(中
略
)
…
…
如
二

念
頃
ご

『
唯
信
抄
』
わ
ず
か
に
十
返
の
名
号
を
と
な
え
て
、

『歎
異
抄
』

一
念
ま
ふ
せ
ば
八
十
億
劫
の
つ
み
を
滅
し
、
十
念
ま
ふ
せ
ば
十

八
十
億
劫
の
重
罪
を
滅
し
て
、

『
唯
信
炒
文
意
』
「
具
足
十
念
、
称
南
元
阿
弥
陀
仏
、
称
仏
名
故
、
於
念
念
中

除
八
十
億
劫
生
死
之
罪
」
と
い
ふ
は
、
五
逆
の
罪
人
は
そ
の
み

に
つ
み
を
も
て
る
こ
と
十
八
十
億
劫
の
つ
み
を
も
て
る
ゆ
へ
に
、

十
念
南
元
阿
弥
陀
仏
と
と
な
ふ
べ
し
と
す

X
め
た
ま
へ
る
な
り
。

一
念
に
十
八
十
億
劫
の
つ
み
を
け
す
ま
じ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、

l

s

s

s

s

i

s

s

i

s

s

s

l

i

s

s

l

i

s

五
逆
の
つ
み
の
お
も
き
ほ
ど
を
し
ら
せ
ん
が
た
め
な
り
。

倒

「下
下
品
」
即
得
三
往
二
生
極
楽
世
界
　
0

〔於
二
蓮
華
中
J
…
…
(中
略
)
…
…
発
二
菩
提
心
　0
是
名
二
下
品
下

生
者
ご

『
唯
信
抄
』
す
な
わ
ち
浄
土
に
む
ま
る
、

『
歎
異
抄
』
の
思
想
の
背
景

『
歎
具
抄
』
往
生
す
、

9

「下
下
品
」
×
×
×

『
唯
信
抄
』
と
い
へ
り
。

『
歎
異
抄
』
と
い
へ
り
。

(
66
)

　　　　　　　　　　　　

(
67
)

B
、
『
観
経
』
「
下
三
品
」
・
『
観
経
四
帖
疏
』
「
散
善
義
」
(『疏
』
)
の
対
照

〇

「
下
上
品
」

『
経
』〔

一
〕
仏
告
二
阿
難
及
章
提
希
　
0

〔
二
〕
下
品
上
生
者
、

【
三
】
或
有
二
衆
生
丿
作
‘・衆
悪
業
丿
雖
y
不
レ
誹
=
膀
方
等
経
典
丿
如
y
此
愚
人
、

多
造
二衆
悪
ご

〔
四
〕
命
欲
レ終
時
、
遇
三
善
知
識
為
讃
‘・大
乗
十
二
部
経
首
題
名
字
　0以
レ
聞
二
如
レ

是
諸
経
名
‘故
、
除
=
却
千
劫
極
重
悪
業
　0
智
者
復
箭
r
合
掌
叉
手
砂
一南
無
阿

l

s

s

　　

i

　

s

x

　

s

　　

i

　

s

s

s

s

s

s

s

s

弥
陀
仏
　0
称
二
仏
名
‘故
、
除
二
五
十
億
劫
生
死
之
罪
　0
(以
下
略
)

『
疏
』一

従
“
仏
告
阿
難
‘已
下
正
明
‘一告
命
　
0

二
従
二
下
品
上
生
者
一正
明
レ
弁
二
定
其
位
　0
即
是
造
こ
十
悪
‘軽
罪
凡
夫
人
也
。

三
従
二
或
有
衆
生
‘下
至
二
無
有
傾
愧
一…
…
(中
略
)
…
…
、

四
従
‘一命
欲
終
時
‘下
至
二
生
死
之
罪
一
已
来
正
明
二
造
悪
人
等
臨
終
遇
レ
善
聞
r

法
。
即
有
‘一其
六
　0
…
…
(中
略
)
…
…
四
明
二
已
聞
経
功
力
除
レ
罪
千
劫

　
0

　

五

l

　

s

　

l

l

i

　

s

l

　

一

一

一

一

明
二
智
者
転
教
称
二
念
弥
陀
之
号
　
0

　

六
明
7
以
レ
称
二弥
陀
名
・故
除
レ
罪
五
百
万

三
三



同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
号

劫
″
間
日
、
何
故
、
聞
レ
経
十
二
部
但
除
y罪
千
劫
、
称
y仏

一
声
即
除
レ罪
五

百
万
劫
者
何
者
也
。
答
曰
、
(以
下
略
)

O

「
下
中
品
」

『
経
』〔

一
〕
仏
告
二
阿
難
及
章
提
希
　
0

〔
二
〕
下
品
中
生
者
。S

　

S

i

S

　　

l

i

　　

S

i

S

〔
三
〕
或
有
二
衆
生
丿
毀
二
犯
五
戒

・
八
戒
及
具
足
戒
　0
如
レ
此
愚
人
…
…
(中
略
)

…
…
以
二諸
悪
業
ぺ
而
自
荘
厳
。
如
レ
此
罪
人
、
以
二
悪
業
‘故
、
応
レ
堕
二
地
獄
　
0

〔
四
〕
命
欲
レ終
時
、
地
獄
衆
火
、
一
時
倶
至
。
遇
7
善
知
識
以
二
大
慈
悲
‘為
説
二

阿
弥
陀
仏
十
力
威
徳
‘広
説
二彼
仏
光
明
神
力
‘亦
讃
中
戒

・
定

・
慧

・
解
脱

。

一

一

　　

一

　

一

S

i

l

l

l

l

l

解
脱
智
見
″
此
人
聞
已
、
除
二
八
十
億
劫
生
死
之
罪
　0
(以
下
略
)

『
疏
』一

従
‘一仏
告
阿
難
‘已
下
総
明
型
口命
　
0

二
従
“
下
品
中
生
者
‘正
明
に
弁
二
定
其
位
　0
即
是
破
戒
次
罪
凡
夫
人
也
。

三
従
ご
或
有
衆
生
’下
至
二応
堕
地
獄
‘…
…
(中
略
)
…
…

四
従
‘一命
欲
終
時
‘下
至
二
即
得
往
生
‘已
来
正
明
二第
九
門
中
終
時
善
悪
来
迎
　
0

1

　

8

5

S

S

　　

S

　

S

S

即
有
二其
九
　0
…
…
(中
略
)
…
…

五
明
7
罪
人
既
聞
二
弥
陀
名
号
・即
除
レ
罪
多

劫
″
(以
下
略
)

O

「
下
下
品
」

『
経
』〔

一
〕
仏
告
二
阿
難
及
章
提
希
　
0

三
四

〔
二
〕
下
品
下
生
者
、

〔
三
〕
或
有
二衆
生
丿
作
‘・不
善
業
五
逆

・
十
悪
丿
具
二諸
不
善
　0
如
レ
此
愚
人
、

以
二悪
業
‘故
、
応
7
堕
二悪
道
丿
経
‘一歴
多
劫
丿
受
r
苦
無
窮
″

〔
四
〕
如
y
此
愚
人
、
臨
‘一命
終
時
い
遇
1
善
知
識
種
種
安
慰
為
説
二
妙
法
‘教
令
中

念
仏
10
…
…
(中
略
)…
…
如
レ是
至
レ心
、
令
二声
不
7絶
、
目ぴ
逗
十
念
丿
称
“

s

s

s

s

4

5

　　

5

　

s

s

　

s

　　

s

　

5

s

I

　

s

　

s

s

5

s

s

s

s

s

南
無
阿
弥
陀
仏
　0
称
二
仏
名
・故
、
於
二念
念
中
・除
二
八
十
億
劫
生
死
之
罪
　
0

(以
下
略
)

『
疏
』一

従
二
仏
告
阿
難
‘已
下
総
明
二
告
命
　
0

二
従
二
下
品
下
生
者
‘正
明
レ
弁
二
定
其
位
　0
即
是
具
造
‘一五
逆
等
‘重
罪
凡
夫
人

也
。

三
従
二
或
有
衆
生
‘下
至
二受
苦
無
窮
‘已
来
…
…
(中
略
)
…
…
解
竟
。

四
従
二
如
此
愚
人
‘
下
至
二
生
死
之
罪
‘
已
来
正
明
二
聞
法
念
仏
得
r
蒙
‘・現
益
　
0

即
有
二其
十
　
0

　

一
…
…
(中
略
)
…
…
七
明
二
念
数
多
少
声
声
無
間
　0
八
明
二
除
レ

罪
多
劫
　0
(以
下
略
)

先
ず
、
右
の
中
、
先
に
、

B
の

「
下
三
品
」
と

『
疏
』
と
に
つ
い
て
見
る
と
、

『
経
』
と

『
疏
』
と
の
間
に
は
語
句
の
相
違
が
あ
る
が
、

従
来
、

種
々
会
通
さ
れ
て

来
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
さ
し
お
い
て
、
次
の
二
点
に

つ
い
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。

第

一
点
は
、
「
下
三
品
」
の
衆
生
に
つ
い
て
、
『
疏
』
の
中
で
、

下
上品
-
十悪
軽
罪
凡夫
人



が
あ
り
、

ま
た
、
0
の
部
分
に
も
、
『
唯
信
抄
』
と

『
歎
具
抄
』
の
両
方
に

「
と
い

へ
り
。
」
が
あ
る
の
は
、

『
聞
記
』
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
5
　四
、

『
唯
信
抄
』
と

『
歎
異
抄
』
と
の
間
に
、
何
ら
か
の
か
か
お
り
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
こ
と
。

第
三
点
は
、

『
唯
信
抄
』
と

『
歎
異
抄
』
と
は
、

何
ら
か
の
か
か
お
り
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

日
‥の
部
分
に
つ
い
て
は
、

『
唯
信
抄
』
と

『
歎
具

抄
』
と
は
異
な

っ
た
思
想
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
し
か
も
、
『
唯
信
抄
』
は
『
唯

信
妙
文
意
』
と
究
極
的
に
は
同
じ
思
想
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

以
上
の
三
点
の
中
、
特
に
重
要
な
の
は
、
第

一
点
の

「
五
逆
」
と

「
十
悪
」
の
先

後
関
係
の
問
題
と
、
そ
れ
と
関
連
す
る
第
三
点
の
思
想
的
相
違
の
問
題
で
あ
る
。

第

一
点
は
、
第
三
点
と
も
関
連
し
て
く
る
問
題
で
あ
る
が
、
「
五
逆
」
と

「
十
悪
」

の
先
後
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

経
文
へ
あ
て
る
に
、

十
悪
五
逆

の
罪
人
と
は
、

下
々
品
の

「
五
逆
十
悪
具
諸
不

善
」
の
意
。
経
で
は
五
逆
が
さ
き
、
十
悪
は
あ
と
。
こ
れ
は
、
下
三
品
は

一
往
分

れ
ば
下
上
十
悪
、
下
中
破
戒
、
下
々
五
逆
。
然
る
に
、
経
の
上
は
、
十
悪
の
上
に
、

破
戒
を
帯
ぶ
る
下
中
品
、
十
悪
破
戒
の
上
に
、
五
逆
を
お
ぶ
る
下
々
品
で
、
下
々

品
で
は
悪
た
る
悪
の
造
ら
ぬ
こ
と
な
き
も
の
。
依
て
あ
た
り
ま
へ
は
五
逆
で
、
十

悪
も
破
戒
も
皆
下
々
品
の
機
の
上
に
帯
び
て
を
る
。
依
て
、
あ
た
り
ま
へ
の
五
逆

を
前
に
挙
げ
、
重
荷
に
こ
づ
け
の
十
悪
を
あ
と
へ
出
し
た
も
の
。
今
は
其
の
下
々

品
の
中
で
、

一
念
は
十
悪
、
十
念
は
五
逆
と
き
り
あ
て
る
に
よ
っ
て
、
次
第
を
か

下
中品
-
破
戒次
罪
凡
夫
人

下
下品
1
五逆
等
重罪
凡
夫
人

　　　　　　

ヽ

と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
滅
罪
に
つ
い
て
、
聞
名
に
よ
る
滅
罪
と
称
名
に
よ
る
滅
罪
と
の
相
違

や
。

『経
』
と

『疏
』
と
の
間
に
滅
罪
の
劫
数
の
相
違
な
ど
が
あ
る
が
、

一
般
的
に

は
そ
れ
ぞ
れ
主
要
な
も
の
を
採

っ
て
、
次
の
よ
う
に
、

下
上品
-
一念
(一声
の称
名)
によ
って五
十億
劫
の生
死
の罪
が滅
せら

れ
る
。

下
中品
-
阿弥
陀仏
の十
力威
徳
など
を聞く
こと
によ
って八十億
劫
の生

死
の
罪
が
滅
せ
ら
れ
る
。

下下
品
-
十念
(十声
の称
名)
にょ
って十
八十億劫
の生
死
の罪
が滅
せ

ら
れ
る
。

(
68
)

と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、

右
の
中
、

A
の

「下
下
品
」
・
『
唯
信
抄
』
・
『
歎
異
抄
』
・
『
唯
信
炒
文
意
』

に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
「
下
下
品
」
・
『
唯
信
抄
』
・
『
歎
異
抄
』
の
三
者
の
間
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
語
句
の

一
致
や
不

一
致
が
あ

っ
て
、
複
雑
な
問
題
が
あ
る
が
、
主
要
な
も

の
と
し
て
は
、
次
の
三
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第

一
点
は
、
回
の
部
分
に
お
い
て
、

「
下
下
品
」
と

『
唯
信
抄
』
で
は

「
か
必

・

十
悪
」
と
あ
る
の
に
、
『歎
異
抄
』
で
は

「
十
悪

・
五
逆
」
と
あ

っ
て
、
「
五
逆
」
と

「
十
悪
」
と
の
順
序
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
。

第
二
点
は
、
○
の
部
分
に
、
『唯
信
抄
』
と

『歎
具
抄
』
の
両
方
に

「
は
じ
め
て
」

『
歎
異
抄
』
の
思
想
の
背
景

三
五



同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
笙
〈号

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
は
、

「
下
下
品
」
の
経
文
の
上
で
は

「
ふ
一必

・

十
悪
具
諸
不
善
」
と
あ

っ
て
、
「
五
逆
が
さ
ぎ
、
十
悪
は
あ
と
。」
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
『歎
異
抄
』
で
は

「
十
悪

・
五
逆
の
罪
人
」
と
あ

っ
て
、

十
悪
が
さ
き
で
、
五

逆
が
あ
と
に
な
っ
て
い
る
理
由
が
簡
潔
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
『歎
異
抄
』
で

は
、
「
下
下
品
」
の
中
で
、

一
念
は
十
悪
、
十
念
は
五
逆
と
配
当
す
る
た
め
に
、
「
1　

悪

・
五
逆
」
と
順
序
を
換
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に

「
下
三
品
は

一
往
分
れ
ば
下
上
十
悪
、
下
中
破
戒
、
下

々
五

逆
。」
と
あ
る
の
は
、
前
記
の
善
導
0

『
疏
』
の
説
で
あ
る
が
、
「
経
の
上
は
、
十
悪

の
上
に
、
破
戒
を
帯
ぶ
る
下
中
品
、
十
悪
破
戒
の
上
に
、
五
逆
を
お
ぶ
る
下
々
品
で
、

下
々
品
で
は
悪
た
る
悪
の
造
ら
ぬ
こ
と
な
き
も
の
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
疏
』
の
説

を
前
提
と
し
て

『
経
』
を
見
れ
ば
、
十
悪
は
下
上
品
で
あ
り
、
十
悪
の
上
に
破
戒
が

加
お

っ
た
の
が
下
中
品
で
あ
り
、
十
悪
と
破
戒
の
上
に
更
に
五
逆
が
加
わ

っ
た
の
が

下
下
品
で
あ
る
か
ら
、
下
下
品
で
は
、
重
罪
で
あ
る
五
逆
が
主
と
な
る
か
ら
先
に
出

さ
れ
、

十
悪
は
そ
れ
に
付
随
し
た
も
の
と
し
て
後
に
出
さ
れ
て
、

「
五
逆

・
十
悪
具

諸
不
善
」
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
む
し
ろ
、
こ
の

「
下
下

品
」
の

「
五
逆

・
十
悪
」
を

「
五
逆
」
が
主
で
、
「
十
悪
」
が
付
随
的
で
あ
る
こ
と
を

明
確
化
、
更
に
は
徹
底
化
し
よ
う
と
し
た
の
が
善
導
の

『疏
』
で
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
下
下
品
」
の

「
五
逆

・
十
悪
具
諸
不
善
」
を
、
『疏
』
に
お
い

て

「
五
逆
等
重
罪
凡
夫
人
」
と
し
て
規
定
し
た
の
は
、
そ
の
証
左
を
示
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
『
疏
』
に
お
い
て
、
「
下
下
品
」
の

「
五
逆

・
か
1　
」
を

「
五

逆
等
」
と
し
た
の
は
、
「
下
下
品
」
で
は

「
五
逆
」
を
主
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
、

三
六

「
十
悪
」
は

「
下
上
品
」
(ち
な
み
に
、
「下
上
品
」
の
経
文
に
は

「衆
悪
」
と
い
う
語

句
は
あ
る
が
、

「
十
悪
」

は
な
い
)

　

へ
格
付
し
よ
う
と
す
る
意
図
で
あ

っ
た
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
下
下
品
」
の

「
五
逆

・
十
悪
」
を
、
『
疏
』
で

は
。
「
五
逆
」
を
主
と
し
、

「
十
悪
」
を
付
随
的
に
考
え
、

「
下
下
品
」
全
体
を

「
五

逆
」
に
統
合
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、

一
方
、

『
歎
異
抄
』
で
は
、

「
下
下
品
」
の

「
五
逆
」
と

「
十
悪
」
と
を
並
列
的
、
分
析
的
に
考
え

(も
ち
ろ
ん
、

「
五
逆
」
が
重
く
、
「
十
悪
」
は
軽
い
け
れ
ど
も
)、

「
下
下
品
」
の
中
で
、

「
十
悪

一

念
」、
「
五
逆
十
念
」
と
分
け
て
解
釈
す
る
意
図
の
下
に

「
十
悪

・
五
逆
」
と
し
た
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
を
要
約
す
る
と
、
「
下
下
品
」
の

「
或
有
二衆
生
丿
作
二
不
善
業
五
逆

・
十
悪
「

具
二諸
不
善
J
…
…
(中
略
)
…
…
目
六“
足
十
念
・称
二
南
無
阿
弥
陀
仏
　0
称
二仏
名
’故
、

於
二念
念
中
‘除
二
八
十
億
劫
生
死
之
罪
ご

の
中
の

「
五
逆

・
十
悪
」
に
つ
い
て
、
圈

「
五
逆
」
を
主
と
し
て
考
え
る
立
場
と
、

例

「
五
逆
」
と

「
十
悪
」
と
を
分
け
て
考

え
る
立
場
と
、
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
、
即
ち
、
圈

「
五
逆
」

を
主
と
し
て
考
え
れ
ば
、
『
疏
』
の
よ
う
に
、
「
下
下
品
」
の
中
で
、
五
逆
等
の
重
罪

を
も

っ
た

一
罪
人
は
、

一
念
ご
と
に
八
十
億
劫
の
罪
が
滅
せ
ら
れ
、
十
念

(十
声
の

称
名
)
に
よ
っ
て
十
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
が
滅
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
意
味
に
な
り
、

後
者
、
即
ち
、
㈲

「
五
逆
」
と

「
十
悪
」
と
を
分
け
て
考
え
れ
ば
、
『歎
異
抄
』
の
よ

う
に
。
「
下
下
品
」
の
中
で
、
「
五
逆
」
と

「
十
悪
」
と
を
も

っ
だ

一
罪
人
は
、

一
念

に
よ
っ
て
八
十
億
劫
の
十
悪
の
つ
み
が
滅
せ
ら
れ
、
十
念
に
よ
っ
て
十
八
十
億
劫
の

五
逆
の
重
罪
が
滅
せ
ら
れ
て
往
生
す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
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仏
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我
等

必
然
的
に
、
前
者
㈲
の
立
場
は
、
「下
下
品
」
の
一
罪
人
に
つ
い
て
、
「
五
逆
の
つ
み

の
お
も
き
ほ
ど
を
し
ら
せ
ん
が
た
め
」
(『唯
信
炒
文
意
』
)
と
い
う
思
想
に
連
な
り
、

後
者
㈲
の
立
場
は
、
「
下
下
品
」
の
一
罪
人
に
つ
い
て
、
「
十
悪
(軽
)
・
五
逆
(重
)
の

〔罪
の
〕
軽
重
を
し
ら
せ
ん
が
た
め
に
」
(『歎
異
抄
』
)
と
い
う
思
想
に
連
な
っ
て
く

る
と
思
わ
れ
る
。

特
に
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
向
の
方
で
、
上
述
の
よ
う
に

『歎
異
抄
』
の

立
場
が
、

「
下
下
品
」
の
中
で
、

「
十
悪

一
念
」
「
五
逆
十
念
」
と
分
け
る
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
、

「
下
下
品
」
に
つ
い
て
の

『
歎
異
抄
』
の
全
く
独
断
的
な

解
釈
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
『
聞
記
』

に
は
、

『
群
疑
論
』
の
中
に
、

こ
れ
と
同
じ
考
え
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
即
ち
、

こ
の
炒
の
こ
i
の
説
も

『
群
疑
論
』
か
と
思
ふ
て
見
た
処
が
、
巻
二
に

「
五
逆
十

悪
罪
悪
凡
夫
、
一
念
十
念
至
誠
徹
到
乗
二仏
本
願
一得
y
生
二
西
方
‘」
等
と
、
一
念
十

念
と
す
る
。
下
品
下
生
五
逆
十
悪
と
云
ふ
。
具
さ
に
は
引
文
の
如
し
。
此
の
意
が

善
導
の

『疏
』
と
は
ち
と
違
ふ
。
下
品
下
生
の
中
に
五
逆
十
悪
具
諸
不
善
と
説
い

て
、
下
々
品
に
五
逆
と
十
悪
が
出
て
あ
る
。
其
の
下
々
品
の
十
悪
と
五
逆
と
を
、

十
悪

「

五
逆
の
十
声
は
十
八
十
億
劫
を
滅
す
る
と
書
い
た
も
の
。
そ
の
文
の
意
を
得
る
と

此
の
通
り
に
な
る
。
依
て
、
こ
れ
は

『
群
疑
論
』
の
説
に
よ
り
て
、
下
々
品
の
中

で
、
十
悪
は

一
念
に
八
十
億
劫
の
罪
を
滅
し
、
五
逆
は
十
念
に
十
八
十
億
劫
の
罪

を
滅
す
と
、
下
々
の

一
品
の
中
で
、
十
悪

一
念
五
逆
十
念
を

『
群
疑
論
』
よ
り
仰

『
敬
異
抄
』
の
思
想
の
背
景

せ
ら
れ
た
も
の
。

と
あ

っ
て
、
す
で
に
『
群
疑
論
』
の
中
に
、
「
下
下
品
」
の
経
文
に
つ
い
て
、
「
五
逆
」

と

「
十
悪
」
と
を
分
け
て
、
十
悪

一
念
、
五
逆
十
念
と
し
て
分
配
す
る
考
え
方
が
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に

「十
悪
の
者
の

一
声
は
八
十
億
劫

を
滅
し
、
五
逆
の
十
声
は
十
八
十
億
劫
を
滅
す
る
と
書
い
た
も
の
。
」
と
あ

っ
て
、

「
下
下
品
」
の
中
に
、
「十
悪
の
者
」
と

「
五
逆
の

〔者
〕
」
と
が
別

々
に
存
在
す
る

よ
う
な
説
相
に
な

っ
て
い
る
の
に
は
問
題
が
あ
る
。
「
下
下
品
」
の
中
で
、
「
十
悪
の

罪
人
」
と

「
五
逆
の
罪
人
」
と
が
別
々
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

「下
下
品
」
の

一
罪
人
が
、

「
十
悪
」
と

「
五
逆
」
と
の
両
方
の
罪
を
も

っ
て
い
て
、

一
念
に
よ
っ

て
八
十
億
劫
の
十
悪
の
罪
が
滅
せ
ら
れ
、
十
念
に
よ
っ
て
十
八
十
億
劫
の
五
逆
の
重

罪
が
滅
せ
ら
れ
て
往
生
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
同

一
人
物
に
つ
い
て
の
滅
罪
の

問
題
で
あ
ろ
う
。
(〔付
記
〕
参
照
)
そ
し
て
、
『
歎
異
抄
』
は
、
こ
の

『
群
疑
論
』
の
思

想
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
具
さ
に
は
引
文
の
如
し
。

此
の
意

が
善
導
の

『
疏
』
と
は
ち
と
違
ふ
。
」

と

『
聞
記
』
に
は
あ
る
が
、

そ
の
論
拠
と
さ

れ
た

『
群
疑
論
』
巻
第
二
の
該
当
箇
所
を
掲
げ
る
と
。
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五
逆
十
悪

罪
悪
凡
夫

一
念
十
念
至
誠
徹
到

　

単
一仏
本
願
’得
レ
生
“

　

西
方
‘十

地
三
賢
諸
菩
薩
衆
亦
信
二此
事
・不
レ起
二疑
心
丿
唯
説
二下
品
下
生

五
逆
十
悪
齢
}レ

此
愚
人
元
こ
悪

　

不
7

　

造
、
逢
三
善
知
識
教
レ
称
二
仏
名
‘具
二
足

　

十
念
‘即
生
“

三
七

既
是
罪
悪
凡
夫
、
元
始

已
来
是
慰
皆
犯
、
念
仏
十
声

有
‘一
何
功
徳
一令
7
我
重
罪

則
得
二
除
滅
’往
中
生
西
方
極
楽
世
界
″
此
但
是
仏
接
引
之
言
、
(以
下
略
)

イ
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還

自

不
に
信
、
我
等
既
是
罪
悪
凡
夫
、

右
の
対
照
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
下
下
品
」
の
経
文
で
は
、
「
下
品
下
生

者
」
は

「
或
有
二衆
生
「
作
二
不
善
業
五
逆

・
十
悪
「
具
‘一諸
不
善
ご

と
あ
る
の
に
対

し
て
、
『
疏
』
で
は
、
「
下
品
下
生
者
」
は

「
具
造
二
五
逆
等
一重
罪
凡
夫
人
也
。」
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
「
五
逆
」
を
主
と
し
て
、
「
十
悪
」
を

付
随
的
な
も
の
と
考
え
、
し
か
も

「
十
悪
」
を

「
下
にご
品
」

に
格
付
し
て
、

「
下
上

十
悪
、
下
中
破
戒
、

下
下
五
逆
」
と
い
う
定
型
化
を
図
る
た
め
に
、

「
五
逆
か
」
と

し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

『
群
疑
論
』
で
は
、

「
唯
1
　
・下
品
下
も
か

s
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ゼ

逆
十
悪
丿
如
r
是
愚
人

…
…
(中
略
)
…
…

t之
是

斯

輩

十
悪

衆
生

不
レ
信
三
…
…

(中
略
)
…
…
是
罪
悪
凡
夫
、」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て

『
探
要
記
』
で
は
、
「
謂

聞
7
下
品
説
中
逆
悪

人
十
念
即
生
″
還

自
不
レ
信
、
我
等
既
是
罪
悪
凡
夫
、
」
と
注
釈

さ
れ
て
お
り
、
『
群
疑
論
』
の

「還
是
斯
輩
十
悪
衆
生
不
に
信
三
…
…
」
と
あ
る
の
は
、

『探
要
記
』
の

「
還
自
不
y
信
、」
に
対
応
す
る
も
0
で
あ
り
、
『
群
疑
論
』
0
こ
の
箇

「下
下
品
」
下
品
下
生

者
、
或
有
二衆
生
「
作
二
不
善
業

五
逆

・
十
悪
「
具
二諸

　　

所
の
意
味
は
、
「下
品
下
生
の
五
逆

・
十
悪
の
愚
人

(=
斯
輩
十
悪
衆
生
)
自
ら
が
十

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
号

と
あ

っ
て
、
こ
こ
に
は
、
『
聞
記
』
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
五
逆
十
悪
罪
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3

3

1

悪
凡
夫

一
念
十
念
至
誠
徹
到

　

伊
一仏
本
願
一得
レ
生
‘一

　

西
方
こ

と
か
、
「
下
品
下

生

五
逆
十
悪
」
と
か
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
下
下
品
」
の

「
五
逆
十
悪
具
‘一諸
不
善
　

0

…
…
至
y
心
、
令
二声

　

不
’絶
、
具
‘一足

十
念
丿称
二南
無
阿
弥
陀
仏
　0
称
二
仏
名
一故
、

於
二念
念
中
・除
二八
十
億
劫
生
死
之
罪
ご

に
意
味
が
対
応
し
て
お
り
、
こ
こ
に
は
叩

確
に
、
「
五
逆

・
十
悪
…
…

一
念

・
十
念
」
と
い
う
語
句
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
『
群
疑

論
』
に
お
い
て
は
、
「
五
逆

・
十
悪
」
を
分
割
し
て
、
「
十
悪

一
念
」
「
五
逆
十
念
」
と

す
る
考
え
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
更

に
、
こ
こ
で
、

『
群
疑
論
』
が
、

「
下
下
品
」
の

「
五
逆

・
十
悪
」
を
、
『疏
』
の
よ

う
に

「
五
逆
等
」
と
し
て
五
逆
の
方

へ
統
合
し
よ
う
と
す
る
方
向
で
は
な
く
し
て
、

「
五
逆
」
と

「
十
悪
」
と
に
分
け
て
並
列
的
、
分
析
的
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
傾
向

を
示
す
証
左
を
挙
げ
た
い
。
比
較
の
便
宜
上
、

次
に
、

そ
の

「
下
下
品
」、
『疏
』
、

『
群
疑
論
』
、
『探
要
記
』
の
関
連
箇
所
を
掲
げ
る
と
、

三
八

『
群
疑
論
』
唯
説
二下
品
下
生
五
逆
十
亜
低

如
レ
此
愚
人
…
…
(中
略
)
…
…
t̀

是

斯

輩

十
悪

衆
生

不
y
信
三
念
仏

得
レ

　

生
二

　

浄
域
ぺ
我
等
既
是
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タ
リ
(
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悪
凡
夫
、

(
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ヲ

　　

″
タ

イ

テ

S

l

・一

ク

ヲ

ー

S

y

X　　

11

1

X

4

『探
要
記
』
初
下
品

人
自
還
生
レ疑
、
謂

聞
7
下
品

説
中
逆
悪

人
十
念
即
生
い

L
I

『
疏
』

　　

一回
下
品
下
生
者
≒
井
弁
凱
⊃
ぶ
即

　

臥
是
ル
1
　
虻
訃

か
y
t
夫
人
晦

念
に
よ
っ
て
往
生
す
る
こ
と
を
信
じ
な
い
」
と
い
う

の
で
あ

っ
て
、

こ
こ
で
は
、

「
下
下
品
」
の

「
五
逆

・
十
悪
具
諸
不
善
」

の
愚
人
が
、

「
斯

輩

十
悪

衆
生
」
と

い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、

「
斯

輩

十
悪

衆
生
」
と
い
う
の
は
、

「
五
逆
十
悪

衆
生
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
れ
は
、
「
下
下
品
」
の

「
或
有
二
衆
生
「

作
二
不
善
業
五
逆

・
十
悪
「
具
=
諸
不
善
ご

を
、
『疏
』
で

「
具
造
二
五
逆
等
‘重
罪
凡

夫
人
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
と
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
下
下
品
」
の

「
五
逆

・
十
悪
」
は
、
『
疏
』
で
は

「
五
逆
等
」
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

『
群



疑
論
』
で
は

「
斯
輩
十
悪
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
『
疏
』
で
、
「
下
下
品
」

の

「
五
逆

・
十
悪
」
の

「
十
悪
」
が

「
五
逆
等
」
の

「
等
」
に
言
い
換
え
ら
れ
た
の

は
、
’「
五
逆
」
を
主
と
し
て
、
「
十
悪
」
を
付
随
的
な
も
の
と
考
え
、
し
か
も

「
十
悪
」

を

「下
上
品
」
に
格
付
し
て

「下
上
十
悪
、
下
中
破
戒
、
下
下
五
逆
」
と
い
う
定
型

化
が
企
図
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
『
群
疑
論
』
で
、
「
下
下
品
」
の

「
五

逆

・
十
悪
」
を

「
斯
輩
十
悪
」
と
し
て

「
五
逆
」
を
省
略
し
て

「
十
悪
」
で
表
記
し

て
’あ
る
の
は
、
『
疏
』
の
よ
う
な

「
下
上
十
悪
、

下
中
破
戒
、

下
下
五
逆
」
と
い
う

定
型
化
の
考
え
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、

し
か
も
、

「
五
逆

・
十
悪
」

は
分
析
的
、
並
列
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
群
疑
論
』

で
は
、
「下
下
品
」
の

「五
逆

・
十
悪
」
は
、
「下
下
品
」
の
一
品
の
中
で
、
分
析
的
、

並
列
的
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
前
述
の
よ
う
に

「
五
逆
十
悪
罪
悪
凡
夫

一

念
十
念
至
誠
徹
到
…
…
」
と
あ

っ
て
、
「
五
逆

・
十
悪
」
「
一
念

・
十
念
」
と
い
う
語

句
が
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
『
聞
記
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
『
群
疑
論
』
は

「下
下
品
」
の
中
で
、
「
十
悪

・
一
念
」
「
五
逆

・
十
念
」
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
更
に
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
法
然

の

『往
生
大
要
妙
』
の

「観
経
の
下
品
下
生
を
見
る
に
、
十
悪
五
逆
の
罪
人
も
、

一

●

匹
0　

こ
こ
で
は
、
『歎
異
抄
』
と
同
じ
く
ヽ
「にい訃
・ら
か
「
一念
・十
念
」
と
あ
っ

て
、
「
十
悪

一
念
」
「
五
逆
十
念
」
の
考
え
方
が

一
層
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
『
歎
異
抄
』
の

「
十
悪

・
五
逆
の
罪
人
…
…

一
念
ま
ふ
せ
ば
八
十
億
劫
の
つ

み
を
滅
し
、
十
念
ま
ふ
せ
ば
十
八
十
億
劫
の
重
罪
を
滅
し
て
、

往
生
す
、
」
も
、

こ

『
歎
異
抄
』
の
思
想
の
背
景

う
し
た

『
群
疑
論
』
や

『
往
生
大
要
炒
』
0
思
想
が
背
景
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、

「
下
下
品
」
の
中
て
、
「
十
悪

一
念
」
「
五
逆
十
念
」
と
配
当
し
て
、
「
十
悪

・
五
逆
を

も
っ
て
い
る

一
罪
人
は
、

一
念
に
ょ
っ
て
八
十
億
劫
の
十
悪
の
罪
が
滅
せ
ら
れ
、
十

念
に
よ
っ
て
十
八
十
億
劫
の
五
逆
の
重
罪
が
滅
せ
ら
れ
て
、

往
生
す
る
、
」

と
い
う

意
味
に
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た

「
下
下
品
」
の
中
で
、
「
十
悪

一
念
」

「
五
逆
十
念
」
と
配
当
し
て
考
え
る
考
え
方
は
、
「
下
下
品
」
に
は

「
五
逆

・
十
悪
」

と
あ

っ
て

「
十
悪
」
と
い
う
語
句
が
あ
る
が
、
「
下
上
品
」
に
は

「衆
悪
」
は
あ
る
が

「
十
悪
」
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

経
文
自
体
の
意
味
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
検
討

の
余
地
が
あ
る
に
し
て
も
、
『
疏
』
の
思
想
を
通
さ
な
い
で
、
「
下
下
品
」
の
経
文
を

率
直
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
解
釈
の
仕
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、

前
記

の

㈲

の

「
下
下
品
」
の

「
五
逆

・
十
悪
」
を

「
五
逆
等
」
と
し
て

「
五
逆
」

へ
統
合
さ
せ
て
、
「
下
下
品
」
を

「
五
逆
」
を
中
心
と
し
て
考
え
る

『疏
』

の
考
え
方
は
、
『
歎
具
抄
』
と
は
別
系
と
し
て
、
『
唯
信
炒
』
や

『
唯
信
炒
文
意
』
に

受
け
継
が
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

前
記
の
A
、

「
下
下
品
」
・
『
唯
信
抄
』
・
『
歎
異

抄
』
・
『
唯
信
紗
文
意
』
の

対
照
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
回

「
下
下
品
」
の

「
具
二
足
十
念
‘称
二南
無
阿
弥
陀
仏
　0
称
二
仏
名
‘故
、

於
二念
念
中
‘
除
‘一八
十
億
劫
生

死
之
罪
ご

に
対
応
す
る
箇
所
は
、

『唯
信
抄
』
で
は
、

『
歎
異
抄
』
と
異
な
っ
て
、

「
わ
ず
か
に
十
返
の
名
号
を
と
な
え
て
、」
と
あ

っ
て
、
こ
れ
は
、
「
十
八
十
億
劫
の
重

罪
も
、
わ
ず
か
に
十
返
の
称
名
の
功
徳
で
罪
が
滅
せ
ら
れ
て
、
往
生
で
き
る
」
と
い

う
意
味
で
あ
ろ
う
。

㈲
の
部
分
で
は
、

『
唯
信
抄
』
に
は

「
五
逆

・
十
悪
を
つ
く
り

も
ろく
の不善
を具
せ
るも
の、」とあ
るけれども、日‥の部分
では
「わず
か

三
九



『
群
疑
論
』
に
そ
の
本
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
。る
。
そ
こ
で
、
次
に
そ
の

『
群
疑
論
』

の
関
係
箇
所
を
掲
げ
る
と
、

間

日
、
何
故
観
経
説
‘・下
品
上
生
「
至
心
称
レ
仏
滅
二

　

五
十
億
劫
生
死
之
罪
「
下

品
中
生
聞
二
仏
功
徳
丿
下
品
下
生
称
二

　

彼
仏
名
・倶
誠
二

　

八
十
億
劫
生
死
之
罪
　
0

四
〇

る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
『
歎
異
抄
』
で
は
、
こ
の
対
応
部
分
は
、
「
一
念
ま
ふ
せ
ば
八

十
億
劫
の
つ
み
を
滅
し
、
十
念
ま
ふ
せ
ば
十
八
十
億
劫
の
重
罪
を
滅
し
て
、」
と
あ

っ
て
、
「
一
念
」
と

「
十
念
」
と
が
分
析
的
、
並
列
的
に
表
さ
れ
て
お
り
、
『
唯
信
抄
』

や

『
唯
信
紗
文
意
』
と
異
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
特
に
問
題

に
な
る
の
は
、
『
唯
信
炒
文
意
』
の

「
五
逆
の
罪
人
は
そ
の
み
に
つ
み
を
も

て
る
こ

と
十
八
十
億
劫
の
つ
み
を
も
て
る
ゆ

へ
に
、
十
念
南
元
阿
弥
陀
仏
と
と
な
ふ
べ
し
と

す
X
め
た
ま
へ
る
な
り
。

一
念
に
十
八
十
億
劫
の
つ
み
を
け
す
ま
じ
き
に
は
あ
ら
ね

ど
も
、
…
…
」
と
い
う
考
え
方
の
源
流
で
あ
る
が
、
『
聞
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
も
、

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
号

に
十
返
の
名
号
を
と
な
え
て
、
」
と
あ

っ
て
、
「
一
返
」
に
つ
い
て
い
わ
な
い
の
は
、

『
疏
』
と
同
じ
く

「
下
下
品
」
を

「
五
逆
十
返

(十
念
)」
の
方
向

へ
解
釈
し
よ
う
と

す
る
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
『唯
信
抄
』
で
は
、
「
下
下

品
」
の

「
五
逆

・
十
悪
」
を

「
五
逆
」
の
方

へ
統
合
さ
せ
、

「
十
八
十
億
劫
の
五
逆

の
重
罪
も
、
わ
ず
か
に
十
返
の
称
名
で
滅
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
お
り
、

こ
れ
は
、
称
名
の
功
徳
の
偉
大
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ

っ
て
、
法
の
側
か
ら
の
表
記

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
唯
信
紗
文
意
』
で
は
、
「
五
逆
の
罪
人
は
そ
の
み
に

つ
み
を
も
て
る
こ
と
十
八
十
億
劫
の
つ
み
を
も
て
る
ゆ

へ
に
、
十
念
南
元
阿
弥
陀
仏

と
と
な
ふ
べ
し
と
す
X
め
た
ま
へ
る
な
り
。

一
念
に
十
八
十
億
劫
の
つ
み
を
け
す
ま

じ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
五
逆
の
っ
み
の
お
も
き
ほ
ど
を
し
ら
せ
ん
が
た
め
な
り
。
」

と
あ

っ
て
、

こ
こ
で
も
、
「
五
逆
の
罪
人
」
「
五
逆
の
つ
み
」
と
あ
る
が
、
「
十
悪
」

に
つ
い
て
は
い
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、

「
下
下
品
」
を

「
五
逆
」
を
主
と
し
て
見
る

『疏
』
の
立
場
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
「
一
念
に
十
八
十
億
劫

の
つ
み
を
け

す
ま
じ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
五
逆
の
つ
み
の
お
も
き
ほ
ど
を
し
ら
せ
ん
が
た
め
な

り
。」
と
あ
る
の
は
、
い
わ
ば
、
機
に
つ
い
て
五
逆
の
罪
の
重
さ
を

い

っ
た
も
の
で

あ
り
、
『唯
信
抄
』
が
、
法
の
側
か
ら
称
名
の
功
徳
の
偉
大
さ
を
い

っ
た
も
の
と
対

照
的
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

『
唯
信
抄
』
と

『
唯
信
紗
文
意
』
と
は
、

「
下
下
品
」
を

『疏
』
と
同
じ
く
、

「
五
逆
」
を
主
と
し
、

「
五
逆
十
念
」
の
立
場
か
ら
解
す
る
点
は

同
じ
で
あ
る
が
、
『
唯
信
抄
』
は
法
の
側
か
ら
称
名
の
偉
大
さ
を
表
し
、
『唯
信
紗
文

意
』
は
機
の
側
か
ら
罪
の
重
さ
を
表
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

法
と
機
と
は
表
裏

一
体
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
究
極
的
に
は
同
じ
思
想
に
な
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釈

日
、
此
有
二
二
意
ご

釈

言
、

一
念
仏

功
徳
斉
、
理
応
二滅
レ

　

罪

元
r
別
、

但
以
こ
二品
罪
人
悪
業
有
二
其
多
少
　0
下
品
上
生
罪
少

　

唯
有
二
五
十
億
劫

之
罪
一障
r
生
二

　

西
方
「
下
二
品
人
罪
漸
多

故
有
二
八
十
億
劫
等
罪
　
0

　

為
三
彼
罪

有
‘一階
降
丿
説
レ
滅
多
少
不
レ
同
、
非
三
是

念
仏

功
徳
殊

　

令
二

　

其

滅
罪

差
別
　0
1　

如
7
壮
士
有
に
力
能
負
二
八
斗
之
米
丿
有
人
唯
有
二
五
斗
・遣
二彼
壮
士

持

行
　0
非
二
壮
者
不
r
能
二
多
摯
「

　

只
是
米
元
五
斗
10
此
義
亦
爾
。
下
品
上
生
唯

有
二
五
十
億
劫
之
罪
丿
仏
随
二
彼
罪
多
少
一言
レ
滅
’一五
十
億
劫
丿
下
品
中
生
罪
重
二

前
品
’
三
十
億
劫
、
随
二
其
罪
障
‘言
レ
滅
‘一八
十
億
劫
丿
下
品
下
生
其
罪
最
重
、
故

何
為

同

念
こ

仏
’功
徳
不
レ
殊
、
滅
二
彼
罪
行
ご
少
多
有
レ
異

　

也
。
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此
三
品
説
二
滅
罪
‘殊
、
非
三
是

念
仏

功
徳

有
二

　

差
別
‘也
。
(以
下
略
)

と
あ
る
が
、
こ
の

『
群
疑
論
』
の
所
説
を
取
意
的
に
、
つ
き
つ
め
て
い
え
ば
、

一
念

仏
の
功
徳
は
斉
し
く
、

滅
罪
に
は
区
別
は
な
い
が
。

「
下
上
」
「
下
中
」
「
下
下
」
の

三
品
の
罪
人
の
罪
業
に
多
少
が
あ
る
か
ら
、

「
下
上
品
」
は
五
十
億
劫
の
罪
が
滅
せ

ら
れ
、
「
下
中
品
」
(「
聞
二仏
功
徳
‘」
)
は
八
十
億
劫
の
罪
が
滅
せ
ら
れ
、
「
下
下
品
」

は
十
八
十
億
劫
の
罪
が
滅
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
曹
え
ば
、
壮
士
が
、

八
斗
の
米
を
か
つ
ぐ
力
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
米
が
五
斗
あ
る
だ
け
な
ら
ば
五
斗
か
つ

ぐ
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
五
斗
だ
け
し
か
か
つ
げ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
と
同
様
に
、

一
念
仏
に
十
八
十
億
劫
の
滅
罪
の
功
徳
が
あ

っ
て
も
、
「
下
上
品
」

の
罪
人
は
五
十
億
劫
だ
け
の
罪
し
か
も

っ
て
い
な
い
の
で
五
十
億
劫
の
罪
が
滅
せ
ら

れ
る
と
説
か
れ
、
「
下
中
品
」
(「
聞
二仏
功
徳
’」
)
は
八
十
億
劫
の
罪
し
か
も

っ
て
い

な
い
の
で
八
十
億
劫
の
罪
が
滅
せ
ら
れ
る
と
説
か
れ
、

「
下
下
品
」
は
十
八
十
億
劫

の
重
罪
を
も

っ
て
い
る
の
で
十
八
十
億
劫
の
重
罪
が
滅
せ
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
念

仏
の
功
徳
に
差
別
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
考
え
は
、

『唯
信
紗
文
意
』
の

「
五
逆
の
罪
人
は
そ
の
み
に
つ
み
を
も
て
る
こ
と

十
八
十
億
劫
の
つ
み
を
も
て
る
ゆ
へ
に
、
十
念
南
元
阿
弥
陀
仏
と
と
な
ふ
べ
し
と
す

4
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I

S

I

S

S

I

S

i

l
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S

S

I

I

I

I

S

S
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I

ゝ
め
た
ま
へ
る
な
り
。

一
念
に
十
八
十
億
劫
の
つ
み
を
け
す
ま
じ
き
に
は
あ
ら
ね
ど

い
…
…
」
と
同
じ
思
想
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、

「
下
品
下
生
其
罪
最
重
、
故
令
1
具
二
足

十
念
‘称
中
阿
弥
陀
仏
い
於
二念
念
中
‘滅
二

　

八

十
億
劫
生
死
之
罪
ご

と
あ

っ
て
、

「
下
下
品
」
を

「
十
悪

一
念
」
「
五
逆
十
念
」
と

『
歎
異
抄
』
の
思
想
の
背
景

い
う
分
析
的
、

並
列
的
な
方
向
で
は
な
く
、

「
五
逆
」

へ
統
合
的
に
考
え
て
い
る
と

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
次
に
、
前
記
の
二
つ
の
立
場
、

即
ち
、

「
下
下
品
」
の

「
五
逆

・
十

悪
」
を
、

㈲

「
五
逆
」
を
主
と
し
て
考
え
る

『疏
』
の
立
場
と
、

向

「
五
逆
」
と

「
十
悪
」
と
を
分
け
て
、
「
十
悪

一
念
」
「
五
逆
十
念
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る

立
場
と
の
二
つ
が
あ
る
が
。
こ
の
両
者
と
全
く
別
の
観
点
か
ら

『
歎
異
抄
』
を
理
解

し
よ
う
と
す
る
立
場
が
あ
る
。

こ
の
立
場
回
は
、

『疏
』
の

「
下
上
十
悪

・
下
中
破

戒

・
下
下
五
逆
」
と
い
う
定
型
を

『
歎
異
抄
』
の
解
釈
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
る
立

場
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

『疏
』
に
基
づ
く
点
で
は
㈲
説
と
同
じ
で
あ
る
が
、
㈲
説
と

混
同
す
べ
き
で
は
な
い
。

㈲
説
は
、

「
下
下
品
」
の

「
五
逆

・
十
悪
」
を

『疏
』
の

よ
う
に

「
五
逆
」
に
統
合
し
て
考
え
る
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
は

『
唯
信
抄
』
や

『
唯

信
炒
文
意
』
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、

「
下

下
品
」
の
中
で
、
五
逆
等
の
重
罪
を
も

っ
た

一
罪
人
は
、

一
念
ご
と
に
八
十
億
劫
の

罪
が
或
せ
ら
れ
、
十
念
に
よ
っ
て
十
八
十
億
劫
の
重
罪
が
滅
せ
ら
れ
る
と
い
う
思
想

に
な
る
。
ま
た
、
㈲
説
は
、
「
十
悪

T

同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
向
説
と
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
。
向
説
は
、
「
下
下
品
」

の
中
で
、
「
十
悪

一
念
」
「
五
逆
十
念
」
と
分
け
る
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
が

『往
生
大

要
炒
』
や

『歎
異
抄
』
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
。
こ
の
立

場
か
ら
い
え
ば
、
「
下
下
品
」
の
中
で
、
「
五
逆
」
と

「
十
悪
」
と
を
も

っ
た

一
罪
人

は
、

一
念
に
よ
っ
て
八
十
億
劫
の
十
悪
の
つ
み
が
滅
せ
ら
れ
、
十
念
に
よ
っ
て
十
八

十
億
劫
の
五
逆
の
重
罪
が
滅
せ
ら
れ
て
往
生
す
る
と
い
う
考
え
方
に
な
る
。
こ
れ
に

四

一



同
朋
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対
し
て
図
説
は
、
回
例
と
は
全
く
異
な
っ
た
第
三
の
考
え
方
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

『
歎
異
抄
』
の

「
十
悪

・
五
逆
の
罪
人
、
…
…

一
念
ま
ふ
せ
ば
八
十
億
劫
の
つ
み
を
滅

し
、
に「にか
ま
ふ
せ
ば
十
八
十
億
劫
の
重
罪
を
滅
し
て
、
往
生
す
、
」
と
あ
る
中
の
「
十

悪
」
を

「
下
上
品
」
と
し
、
「
五
逆
」
を

「
下
下
品
」
と
し
て

「
十
悪

一
念
」
「
五
逆

十
念
」
と
配
当
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
〔下
上
品
の
〕
十
悪
の
罪

人
は
、

一
念
に
よ
っ
て
八
十
億
劫
0
罪
が
滅
せ
ら
れ
、

〔下
下
品
の
〕
五
逆
の
罪
人

は
、
十
念
に
よ
っ
て
十
八
十
億
劫
の
重
罪
が
滅
せ
ら
れ
て
、
往
生
す
る
」
と
い
う
意

味
に
な
り
、
こ
こ
で
は
、
「
下
上
品
」
の

「
十
悪
」
の
罪
人
と
、
「
下
下
品
」
の

「
五

逆
」
の
罪
人
と
は
別
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、

こ
の
立
場
で
は
、
『歎
異

抄
』
の

「
こ
れ
は
、
十
悪

・
五
逆
の
軽
重
を
し
ら
せ
ん
が
た
め
に

一
念

・
十
念
と
い

へ
る
が
、」
に
つ
い
て
は
、
「
下
上
品
」
の
十
悪

(軽
)
と

「
下
下
品
」
の
五
逆

(重
)

と
の
軽
重
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
第
三
の
剛

の
立
場
は
、

種
々
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、

『
聞
記
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と

お
り
で
あ
る
。
即
ち
、

さ
て

「
十
悪
五
逆
の
」
等
、
こ
の
下
品
の
述
べ
方
。
『
私
記
』
『
頭
書
』
香
月
院
の

説
、
昔
も
合
点
が
行
か
ぬ
で
考

へ
て
見
、
今
度
も
亦
意
の
す
ま
ぬ
に
就
て
、
こ
X

を
大
に
悩
ん
だ
り
。
夫
は
先
づ
善
導
の

『疏
』
で
は
、
下
上
品
が
十
悪
人
、
こ
れ

が
軽
罪
。
下
々
品
が
五
逆
人
、
こ
れ
が
重
罪
人
と
分
け
て
、
さ
て
経
文
に
は
な
い

が
、
下
上
品
は

一
声
の
念
仏
と

『疏
』
に
釈
し
て
あ
る
。
そ
こ
で
下
上
品
は
十
悪

の
罪
人
が
五
十
億
劫
の
罪
を
持
ち
て
、
其
の
罪
が

一
声
の
念
仏
で
消
え
た
と
云
ふ

こ
X
ろ
、
下
々
品
は
五
逆
の
者
が
十
八
十
億
劫
の
罪
を
持
っ
て
、
夫
が
十
声
の
念

四
二

仏
で
、

一
声
に
八
十
億
劫
づ

ゝ
の
罪
が
き
え
て
、
十
声
で
十
八
十
億
劫
の
罪
が
残

ら
ず
消
え
て
往
生
し
た
と
い
ふ
こ
と
。
其
の
説

へ
合
せ
る
と
、
外
は
み
な
合
ふ
が
、

一
念
中
せ
ば
八
十
億
劫
の
罪
を
滅
し
と
あ
る
。
こ
の

一
念
は
、
十
悪
の
罪
人

へ
か

け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
十
悪
人
に
か
け
る
と
、
下
上
品
の
五
十
億
劫
の
罪
で
な
け
れ
ば

経
に
合
は
ぬ
な
り
。
又
此
の

I
念
申
せ
ば
を
、
五
逆
者
の
十
念
の
中
の

I
念
と
す

る
と
八
十
億
劫
に
は
合
ふ
が
、
前
後
に
十
悪
五
逆
と
、
下
上
品
の
十
悪
を
出
し
た

に
合
は
ぬ
。
こ
の
都
合
が
合
は
ぬ
が
、

『
私
記
』
も
香
月
院
も
、

夢
中
で
こ
X
を

解
し
た
も
の
。
然
る
に
、
善
導
の
『疏
』
に
就
て
、
色
々
に
こ
よ

が
、
さ
ら
に
七
ぎ
ぬ
。

と
あ
り
、
ま
た
、

「
十
悪
五
逆
の
罪
人
」
等
。

此
の

『
観
経
』
の
説
が
下
上
下
下
合
せ
て
の
仰
せ
と

見
て
は
す
め
ず
。
下
々
品
の
中
で
十
悪
五
逆
を
分
け
て
、

一
念
十
念
に
あ
て
る
。

(
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)

其
の
も
と
は

『
群
疑
論
』
に
よ
る
こ
と
、
如
レ
上
。

と
あ

っ
て
、
『
私
記
』
、
『
頭
書
』
、
香
月
院
の
匹
ご
は
、
納
得
が
い
か
な
い
と
し
て
、

『
歎
異
抄
』
の

「
十
悪

・
五
逆
の
罪
人
、
…
…
」
は
、
『
疏
』
に
よ
っ
て
、
「
十
悪
」
は

「
下
上
品
」
、
「
五
逆
」
は
「
下
下
品
」
と
分
け
て
解
釈
す
べ
き
で
は
な
く
、
「
下
下
品
」

の
中
で
、
「
十
悪

一
念
」
「
五
逆
十
念
」
と
分
け
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
『
選
択
集
』
(法
然
)
に
、

下
品
上
生

　

者
、
是
十
悪

罪
人
也
。
臨
終

一
念
、
罪
滅

得
レ
生
。
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下
品
中
生

　

者
、
是
破
戒

罪
人
也
。
臨
終
聞
二仏
依
正
功
徳
丿
罪
滅

得
レ
生
。
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下
品
下
生

　

者
、
是
五
逆

罪
人
也
。
臨
終
十
念

罪
滅

得
に
生
。

と
あ

っ
て
、

こ
こ
で
は
、

『
疏
』
の

「
下
上
十
悪
」
「
下
中
破
戒
」
「
下
下
五
逆
」
の

立
場
を

一
層
明
確
化
し
、

「
下
下
品
」
に
つ
い
て
、

『疏
』
で
は

「
即
是
具
造
二
五
逆

等
‘重
罪
凡
夫
人
也
。
」
と
あ

っ
て

「
等
」
が
あ
る
の
に
、

『
選
択
集
』

で
は

「
是
五

逆
罪
人
也
。」
と
あ

っ
て

「
等
」
が
除
か
れ
、
「
下
下
品
」
は

「
五
逆
」
で
あ
る
こ
と

を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

『
選
択
集
』
の
思
想
は
、
前
述
の

『往

生
大
要
紗
』
(法
然
)
の

「観
経
の
下
品
下
生
を
見
る
に
、

十
悪
五
逆
の
罪
人
も
、

一
念
十
念
に
往
生
す
と
と
か
れ
た
り
。」
と
い
う
思
想
と
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
が
、
『選
択
集
』
は
、
『疏
』
の
立
場
を

一
層
明
確
化
、
徹
底
化
し
よ
う
と
し
た
結

果
の
所
産
で
あ
り
、
『往
生
大
要
紗
』
は
、
「
下
下
品
」
の
経
文
を
経
文
自
体
の
上
か

ら
理
解
し
よ
う
と
し
た
結
果
の
所
産
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
回
向
卵
の
三
つ
の
立
場
に
つ
い
て
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
『敬
異
抄
』
の

解
釈
と
し
て
は
、
『
聞
記
』
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
剛
説
、
つ
ま
り
、
「
下
下
品
」
の

中
で

「
十
悪

一
念
」
「
五
逆
十
念
」
と
分
け
て
解
釈
す
る
仕
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
従

っ
て

『
歎
異
抄
』
の

「
十
悪

・
五
逆
の
罪
人
、
…
…

一
念
ま
ふ
せ
ば
八

十
億
劫
の
つ
み
を
滅
し
、

十
念
ま
ふ
せ
ば
十
八
十
億
劫
の
重
罪
を
滅
し
て
、

往
生

す
、」
と
い
う
の
は
、

「
下
下
品
」
の
中
で
、

「
十
悪

・
五
逆
を
も

っ
て
い
る

一
罪
人

は
、

一
念
に
よ
っ
て
八
十
億
劫
の
十
悪
の
つ
み
が
滅
せ
ら
れ
、
十
念
に
よ
っ
て
十
八

十
億
劫
の
五
逆
の
重
罪
が
滅
せ
ら
れ
て
、

往
生
す
る
、」
と
い
う
意
味
に
な
り
、

次

の

「
こ
れ
は
、
十
悪

・
五
逆
の
軽
重
を
し
ら
せ
ん
が
た
め
に

一
念

・
十
念
と
い
へ
る

が
、
…
…
」
と
あ
る
の
は
、

「
下
下
品
」
の
中
で
、

「
十
悪

(軽
)
と
五
逆

(重
)
と

『
歎
異
抄
』
の
思
想
の
背
景

の
扮
1　
を
知
ら
せ
る
た
め
に
ヽ

一
念
に
よ
っ
て
十
悪

(軽
)
の
八
十
億
劫
の
罪
が
或

せ
ら
れ
、
十
念
に
ょ
っ
て
五
逆

(重
)
の
十
八
十
億
劫
の
重
罪
が
滅
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、」
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
、
十
悪

(軽
)

と
五
逆

(重
)
と
の
罪
の
軽
重
を
知
ら
せ
る
た
め
で
あ

っ
て
、

一
声
で
も
多
く
念
仏

を
励
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
自
力
の
念
仏
を
勧
め
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
表
す
の

で
あ
る
。

以
上
、
『
歎
異
抄
』
の
第
十
四
条
に
つ
い
て
、

諸
先
覚
、

特
に

『
聞
記
』
の
所
論

を
参
照
し
つ
つ
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
が
錯
綜
し
て
い
る
だ
け
に
、
な
お
検

討
の
余
地
が
あ
る
が
、
「
下
下
品
」
の
中
で

「
十
悪

一
念
」
「
五
逆
十
念
」
と
配
当
し

て
考
え
る
立
場
が
、
『
歎
異
抄
』
の
理
解
に
つ
い
て
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
関
し
て

『
群
疑
論
』
の
占
め
る
役
割
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

注

(
55
)

　

『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
の
七
八
五
頁
~
七
八
六
頁
。

(
56
)

　

妙
音
院
了
祥

『
敬
異
抄
聞
記
』
(法
蔵
館
)

　

二
(
I
頁
上
~
下
。

(
57
)

　

藤

　

秀
璋

『
敬
異
紗
講
讃
』
六
三

一
頁
~
六
三
二
頁
。

(
58
)

　

梅
原
真
隆

『
正
信
働
歎
異
紗
講
義
』
三
八
七
頁
。

(
59
)

　

藤

　

秀
琢

『
歎
異
紗
講
讃
』
六
三

一
頁
~
六
三
四
頁
。

(
60
)

　

「
…
…
と
い
へ
る
が
」
の
中
の

「
…
…
が
」
を
、
「が
」
と
読
め
ば

「断
定
」
の
意
味

と
な
り
、
「
か
」
と
読
め
ば
「推
量
」
の
意
味
に
な
る
が
、
藤

　

秀
輝
『
歎
異
紗
講
讃
』

(六
三

一
頁
)
で
は

「
か
」
を
採
る
。
ま
た
、
了
祥

『
敬
異
抄
聞
記
』
(
一
六
七
頁
下
)

も

「
か
」
を
採
る
。
な
お
、
こ
れ
は
文
献
上
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

詳
細
は
さ
し
お
き
、

一
応
。
「が
」
と
し
て
お
く
。

(
61
)

　

妙
音
院
了
祥

『
敬
異
抄
聞
記
』

一
六
四
頁
下
。

(
62
)

　

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
の
六
五
頁
。
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0
御
身
量
を
と
か
れ
て
さ
ふ
ら
う
も
、
そ
れ
は
方
便
報
身
0
か
た
ち
な
り
。
法
性

の
さ
と
り
を
ひ
ら
ひ
て
長

・
短

・
方

・
円

の
か
た
ち
に
も
あ
ら
ず
、
青

・
黄

・

赤

・
白

・
黒
の
い
ろ
を
も
は
な
れ
な
ば
、
な
に
を
も
て
か
大
小
を
さ
だ
む
べ
き
や
。

念
仏
ま
ふ
す
に
、
化
仏
を
み
た
て
ま
つ
る
と
い
ふ
こ
と
の
さ
ふ
ら
う
な
る
こ
そ
、

l

l

S

S

1

5

1

S

　　

I

I

S

S

I

%

I

S

S

大
念
に
は
大
仏
を
み
、
小
念
に
は
小
仏
を
み
る
と
い
へ
る
か
。
も
し
こ
の
こ
と
は

り
な
ん
ど
に
ば
し
、
ひ
き
か
け
ら
れ
さ
ふ
ら
う
や
ら
研

以̂
下
略
゛

本
条
は
、
寺
院
等
に
多
く
寄
付
を
す
れ
ば
大
き
な
仏
に
な
り
、
少
し
寄
付
を
す
れ

ば
小
さ
な
仏
に
な
る
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

何
故
な
ら
、
法
性
の
覚
り
を
開
い
た
仏
に
大

・
小
の
分
量
を
き
め
る
こ
と
は
間
違

っ

て
い
る
。
経

(『観
経
』
)
に
は
、
極
楽
浄
土
の
教
主
、
阿
弥
陀
仏
の
御
身
の
大
き
さ

が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
色
も
形
も
な
い
真
実
の
仏
身
を
衆
生
に
知
ら
せ
る
た

め
の
方
便
の
姿
で
あ
る
。

覚
り
を
開
い
た
仏
身
は
、

長

・
短
な
ど
の
形
も
な
く
、

青

・
黄
な
ど
の
色
を
も
離
れ
て
い
る
の
で
、
ど
う
し
て
大

・
小
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
よ
う
か
。
念
仏
を
と
な
え
る
と
、
仏
の
仮
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
が
聖
教
に
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
、
大
声
の
念
仏
は
大
仏
を
見
、
小
声
の
念
仏
は

小
仏
を
見
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
理
屈
に
で
も

ひ
っ
か
け
て
こ
じ
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
っ
て
、
以
下
、
布
施
よ
hソ
も
他
力

の
信
心
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

「
化
仏
を
み
た
て
ま
つ
る
」
と
あ

る
の
も
、
「
大
念
に
は
大
仏
を
み
、
小
念
に
は
小
仏
を
み
る
」
と
あ
る
の
も
、
化
仏

の
観
見
で
あ
り
、
見
仏
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
異
義
者
の
主
張
す
る

「施
入
物

の
多
少
に
し
た
が
ひ
て
大
小
仏
に
な
る
べ
し
と
い
ふ
こ
と
」
は
成
仏
の
問

『
歎
具
抄
』
の
思
想
の
背
景

題
で
あ
り
、

真
実
0
証
果
と
し
て
の
仏
身
0
問
題
で
あ
る
か
ら
、

「
大
念
に
は
大
仏

を
み
、
小
念
に
は
小
仏
を
み
る
」
と
い
う
経
文
を
、
こ
こ
で
教
証
と
し
て
掲
げ
る
こ

と
は
妥
当
で
は
な
い
こ
と
を

『歎
異
抄
』
の
著
者
は
主
張
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

そ
の
思
想
の
背
景
を
理
解
す
る
資
と
し
て
、

「
大
念
に
は

大
仏
を
み
、
小
念
に
は
小
仏
を
み
る
」
と
い
う
所
説
の
源
流
を
検
討
し
た
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
諸
先
覚
に
よ
っ
て
考
究
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

先
ず
、
親
鸞
の
著
述
に
お
い
て
は
、
『
教
行
信
証
』
「化
身
土
巻

(末
)」
に
、
そ
の
所

説
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、

○

『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻

(末
)
」

『
日
蔵
経
』
巻
第
九
、
念
仏
三
昧
品
第
十
言
。
「
爾
時
波
旬
説
二是
偶
一已
、
彼
衆

之
中
有
二

魔
女
{
…
…
(中
略
)
…
…

至
心
念
仏
、
乃
至
見
レ仏
。
小
念
見
y小
、

と
あ

っ
て
、
『
大
方
等
大
集
経
』
巻
第
四
十
三

(「
日
蔵
分
念
仏
三
昧
品
」
第
十
)
か

ら
の
長
文
の
引
用

(「
中
略
」
し
た
部
分
に
は
、

途
中
に

「
乃
至
」
が
五
箇
所
あ

っ

て
、

本
文
の
か
な
り
の
部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
る
)
が
あ
る
が
、

こ
の
経
文
は
、

「
化
身
土
巻

(末
)」
の
初
め
に
「
夫
拠
二諸
修
多
羅
一勘
二決
真
偽
一教
二誠
外
教
邪
偽
異

(
87
)

執
・者
、」
と
総
標
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
真
偽
を
決
判
し
、
異
執
を
教
誠
す
る
た
め

の
教
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
諸
経
の
中
の

一
つ
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
は
、

『
六

要
紗
』
に
も
詳
し
い
注
釈
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
魔
女
帰
仏
、

魔
女
説
偶
、

巻

属
発
心
、
魔
王
阻
憂
。
魔
女
重
偶
、
魔
王
瞑
怖
、
聞
法
得
益
、
観
察
方
軌
」
と
い
う

順
序
に
従

っ
て
述
べ
ら
れ
、
最
後
に

「
念
仏
見
仏
の
益
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の

四
五

か
か
尹
か
、
乃
至
無
量
念
者
見
二仏
色
身
無
量
無
辺
ご
I四(86)



(
91
)

已
上
彼

『経
』
但
云

「欲
レ多
見
y多
欲
y
小
見
レ
小
」
等
云
云
然
感
師
既
得
二
三
昧
‘彼

所
r釈
応
二仰
信
受
‘更
勘
二諸
本
一※
〔小
念
見
レ小
大
念
見
レ大
文
出
二
日
蔵
経
第
九
-〕

(
92
)

※

〔小
…
…
九
〕
十
五
字
、
竜
谷
大
学
蔵
建
長
五
年
刊
本
な
し
。

四
六

即
聖
教
、
有
‘一何
惑
‘哉
。

現
見
即
今
諸
修
学
者
、

唯
須
二励
レ声
念
仏
ご
二
昧

易
レ
成
。

小
声
称
レ
仏
遂
多
二
馳
散
　0
此
乃
学
者
所
レ
知
、
非
二
外
人
之
暁
・矣
。

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
号

中
、
最
後
の

「
小
念
見
い小
、
大
念
見
レ
大
」
に
つ
い
て
は
、
『
六
要
妙
』
に
、

此
文
之
中
、
「
小
念
見
小
大
念
」
等
者
、
『
選
択
集
』
中
引
二
此
経
文
一加
二
私
詞
‘云
。

「
感
師
釈
云
、
大
念
者
大
声
念
仏
、
小
念
者
小
声
念
仏
、

故
知
、

念
即
是
唱

也
」

已
(88
)

上
と
あ
る
よ
う
に
、
法
然
の

『
選
択
集
』
に
は
、

こ
の
経
文
と
、

懐
感
の

『
群
疑
論
』

の
注
釈
と
が
引
用
さ
れ
、
「
念
即
是
唱
」
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、

こ

の

『
選
択
集
』
と
ほ
ぼ
同
文
の
も
の
が
、
法
然
の

『
無
量
寿
経
釈
』
の
中
に
も
見
ら

れ
る
。
更
に
、

こ
の

『
群
疑
論
』
の
注
釈
の
部
分
は
、

源
信
の

『
往
生
要
集
』
(巻

〇

『
選
択
集

(上
)
』
(「
本
願
章
」
)

加
之
、
『
大
集
月
蔵
経
』
云
。
「
大
念
見
二
大
仏
「
小
念
見
二小
仏
ご

感
師
釈
云
。

「大
か
者
ヽ
大
西
念
仏
・
小
か
者
ヽ
小
か
念
仏
・」
故
知
ヽ
念
即
是
唱
懸

掲
げ
て
お
き
た
い
。

○

『
大
方
等
大
集
経
』
巻
第
四
十
三

(「
日
蔵
分
念
仏
三
昧
品
」
第
十
)

至
心
念
仏
、
乃
至
見
に
仏
、
小
念
見
レ
小
、
大
念
見
y
大
、
乃
至
無
量
念
者
見
二仏

(89
)

色
身
無
量
無
辺
　
0

○

『
群
疑
論
』
巻
第
七

(「
闇
室
念
仏
章
」
)

s

s

s

　

i

s

　

s

l

l

　

l

ゝ

　　　

I

　　　

一

故
大
集
日
蔵
分
経
言
。
「大
念
見
二大
仏
{
小
念
見
二
小
仏
ご
大
念
者
大
声
称
y仏

也
、
小
念
者
小
声
称
レ
仏
也
、
斯
即
聖
教
、
有
二何
惑
一哉
。
現
見
‘一即
今
諸
修
学

者
丿
唯
須
二励
声
一念
仏
三
昧
易
r
成
、

小
声
称
仏
遂
多
二馳
散
　0
此
乃
学
者
所
。

(
90
)

知
、
非
二外
人
之
暁
一矣
、

O

『
往
生
要
集
』
巻
中
本

又
感
禅
師
云
。
「
観
経
言
。
…
…
(中
略
)
…
…
。
故
大
集
日
蔵
分
言
。
「
大
念
見
二

大
仏
「
小
念
見
二
小
仏
ご

大
念
者
大
声
称
レ
仏
也
、
小
念
者
小
声
称
レ
仏
也
、
斯

加
之
、
大
集
月
蔵
経
云
。
「
大
念
見
二
大
仏
「
小
念
見
二小
仏
ご

感
師
釈
云
。
「
大

一

l

　

s

i

　　

s

　

s

i

s

　　

l

l

l

念
者
大
声
念
仏
。
小
念
者
小
声
念
仏
。」
亦
依
二
此
意
・
(応
y
知
此
亦
)
念
声
是

一

　　

一

　　　　　　　　

一

　

(
94
)

一
。
当
レ
知
、
念
即
是
唱
訓
也
。

右
の
対
照
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
往
生
要
集
』
や

『
選
択
集
』
『
無
量
寿

経
釈
』
に
お
い
て
は
、
『
群
疑
論
』
が
引
用
さ
れ
、

「
大
念
者
大
声
称
レ
仏
也
、
小
念

者
小
節
称
レ
仏
也
。」
と
い
う
注
釈
が
注
目
さ
れ
、
「
念
」
と

「
声
」
と
が
同
じ
で
あ
る

こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
『
往
生
要
集
』
に

「
已
上
。

彼

『経
』
但
云

「
欲
レ多
見
レ多
、
欲
に小
見
r小
」
等
云
云
。
然
感
師
既
得
‘一三
昧
　0
彼
所
レ
釈
応
二仰
信

受
　0
更
勘
二
諸
本
　0
〔小
念
見
レ
小
大
念
見
r
大
文
出
二
日
蔵
経
第
九
ご
〕

と
い
う
割
注

が
あ
る
の
は
、
源
信
は
、
こ
こ
で
、
「
欲
y
多
見
r
多
、
欲
レ
小
見
レ
小
」
と
い
う
経
文
は

(
95
)

経
典

(『
大
方
等
大
集
経
』
巻
第
三
十
八
)
の
中
に
存
在
す
る
が
、
「
大
念
見
二大
仏
「

小
念
見
二小
仏
ご

と
い
う
経
文
は
見
出
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
三
昧
を
得
た

中
)
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
比
較
の
便
宜
上
、
次
に
そ
れ
ら
の
該
当
箇
所
を

　　　

O

『
無
量
寿
経
釈
』



O

『
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
』
(玄
奘
訳
)
巻
第
十

若
念
二

仏
’則
見
L

仏
　0
若
念
二多
仏
‘則
見
二多
仏
　0
若
念
二
小
身
仏
‘則
見
・-

小
身
仏
　
0

　

若
念
二
大
身
仏
一則
見
‘’大
身
仏
　
0

　

若
念
二
無
量
身
仏
‘則
見
=無
量
身

(
99
)

仏
　
0

こ
の
『
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
』
は
、
『
大
方
広
十
輪
経
』
の
異
訳
で
あ
る
が
、
こ

の
両
者
の
中
に
も
、

「
若
念
二仏
身
少
分
’則
見
=少
分
ご

「
若
念
二
小
身
仏
‘則
見
二
小

l

S

　　　

S

　

S

S

S

　　

S

　

i

S

S

身
仏
　0
若
合
一大
身
仏
‘則
見
二大
身
仏
ご

と
い
う
経
文
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
経
典

も
か
な
り
普
及
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、

『
群
疑
論
』
の
中
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
他
の
箇
所
で
あ

っ
て
、
こ
の
「
若
念
二
小
身
仏
一則
見
=

小
身
仏
　0…
…
」
の
箇
所
の
引
用
は
見
当
た
ら
な
い
。
更
に
、
こ
の

『
十
輪
経
』
(失

訳
、

又
は
玄
奘
訳
)
は
、

『往
生
要
集
』
や

『教
行
信
証
』
の
中
に
も
引
用
さ
れ
て

い
る
が
、

こ
こ
で
も
、

「若
念
二
小
身
仏
一則
見
二
小
身
仏
　0…
…
」
の
関
係
箇
所
の
引

用
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
、

『
歎
異
抄
』
の

「
大
念
に
は
大
仏
を
み
、

小
念
に
は
小
仏
を
み

る
」
と
い
う
所
説
の
源
流
を
求
め
て
来
た
の
で
あ
る
が
、

経
典
に
お
い
て
は
、

『
大

方
等
大
集
経
』
巻
第
四
十
三

(「
日
蔵
分
念
仏
三
味
品
」
第
十
)
と
、
『
大
方
広
十
輪

経
』
(失
訳
)
巻
第
八

・
『
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
』
(玄
奘
訳
)
巻
第
十
と
、

の
両

方
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
所
説
の
伝
承
を
見
る
と
、
前
述
の
よ
う

に
、

前
者
、

即
ち
、

『
大
方
等
大
集
経
』
の
所
説
は
、

『
群
疑
論
』
に
引
用
さ
れ
て

「
大
念
者
大
声
称
レ
仏
也
、
小
念
者
小
声
称
い仏
也
、」
と
い
う
解
釈
が
加
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
が
浄
土
教
徒
の
関
心
を
よ
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
の
部
分
は
。

四
七

懐
感
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
信
ず
べ
き
で
あ
り
、
更
に
諸
本
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
た
よ
う
で
ね
誕
。
こ
れ
を
受
け
て
、

『探
要
記
』
巻
第
十
四
に
は
、

次
の
よ
う

な
注
釈
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、

故
大
下
正
顕
7
示
依
二大
小
声
念
一如
一一其
次
第
‘見
中
大
小
仏
″
問
、

日
蔵
分
中
無
二

I

S

　　　　　　　　　　　　　　

(
97
)

此
文
一何
。
答
、
論
主
所
覧
。
更
勘
二他
本
　0
要
集
中
言
=
三
味
発
得
仰
而
可
信
　
0

と
あ

っ
て
、
こ
こ
で

「
日
蔵
分
中
無
二
此
文
こ

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り

で
あ

っ
て
、
前
記
の
よ
う
に
、
「
小
念
見
レ
小
、
大
念
見
y
大
」
と
い
う
経
文
が

『
大
方

等
大
集
経
』
巻
第
四
十
三

(「
日
蔵
分
念
仏
三
昧
品
」
第
十
)
の
中
に
見
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　　　　　

。

以
上
の
よ
う
に
、

『
大
方
等
大
集
経
』
巻
第
四
十
三
の

「
小
念
見
レ
小
、

大
念
見
レ

大
、」
と
い
う
所
説
は
、
『群
疑
論
』
、
『往
生
要
集
』
、
『
選
択
集
』
、
『無
量
寿
経
釈
』
、

『
教
行
信
証
』
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
か
ん
ず
く
、
『往
生
要
集
』
や

『選
択

集
』
『無
量
寿
経
釈
』
に
お
い
て
は
、
『
群
疑
論
』
が
引
用
さ
れ
、
「
大
念
者
大
声
称
。

仏
也
、
小
か
者
小
鳥
称
y
仏
也
、」
と
い
う
注
釈
が
注
意
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る

「念
声
是

一
」
の
問
題
は
、
浄
土
教
徒
に
と
っ
て
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
『
群
疑
論
』
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、

こ
の

「大
念
見
二大
仏
丿
小
念
見
二
小
仏
ご

と
い
う
所
説
は
、

他
の
経
典

の
中
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

O

『
大
方
広
十
輪
経
』
(失
訳
)
巻
第
八

若
念
・」
仏
‘則
見
こ

仏
　0
若
念
二
無
量
仏
・則
見
二
無
量
仏
　0
若
念
二仏
身
少
分
‘

則
勁
一如
鎗

若
參
・仏
無
辺
身
一則
見
“・無
辺
繋

『
歎
異
抄
』
の
思
想
の
背
景



四
八

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
号

『往
生
要
集
』
に
引
用
さ
れ
、
更
に
ま
た
、
『選
択
集
』
や

『無
量
寿
経
釈
』
に
も
引

用
さ
れ
て
、
「
念
声
是

一
」
の
論
拠
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た

『
教
行
信
証
』

に
は
、
引
用
の
趣
旨
が
異
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、

「
小
念
見
に
小
、

大
念
見
y
大
、」

の
箇
所
を
含
む
長
文
の
引
用
が
あ
り
、
ま
た

一
方
、
こ
の

『
群
疑
論
』
の
関
係
箇
所

は
、
他
の
浄
土
教
の
人
師
の
著
述
の
中
に
も
見
ら
れ
る
点
よ
り
考
え
る
と
、
か
な
り

普
及
し
て
い
た
所
説
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
後
者
、
即
ち

『
十
輪
経
』
(失
訳
、

又
は
玄
奘
訳
)
に
つ
い
て
は
、

他
の

箇
所
の
引
用
は
、
『
群
疑
論
』、
『
往
生
要
集
』
、
『
教
行
信
証
』
の
中
に
見
ら
れ
る
が
、

こ
の

「
若
念
二
小
身
仏
‘則
見
‘一小
身
仏
J…
…
」
の
箇
所
は
見
出
さ
れ
な
い
。
換
言
す

れ
ば
、
『
十
輪
経
』
(失
訳
、
又
は
玄
奘
訳
)
自
体
は
、
浄
土
教
の
諸
師
に
注
目
さ
れ

た
け
れ
ど
も
、
こ
の
経
典
の

「
若
念
二
小
身
仏
‘則
見
二
小
身
仏
J
…
…
」
の
箇
所
は
、

注
意
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
、

な
お
、

多
く

の
浄
土
教
の
諸
師
の
著
述
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、

『
大
方
等
大
集
経
』
と
、
『
十
輪
経
』
(失
訳
、

玄
奘
訳
)
と
、

の
両
方
に
同
じ
所
説

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
、
即
ち

『
大
方
等
大
集
経
』
の
所
説
を
有
名
に
し

た
の
は
、

『
群
疑
論
』

の

「
大
念
者
大
声
称
レ
仏
也
、
…
…
」
の
解
釈
で
あ
り
、
こ
の

意
味
に
お
い
て
、
『
群
疑
論
』
は
、
『
歎
異
抄
』
の
思
想
の
背
景
を
考
え
る
上
に
お
い

て
重
要
性
を
も

っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
86
)

　　

同

　　

右

　　

二
の
一
七
七
頁
~

一
七
八
頁
。

(
87
)

　　

同

　　

右

　　

二
の

一
七
五
頁
。

(
88
)

　　

同

　　

右

　　

二
の
四

一
九
頁
。

(
89
)

　

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第

二
二
巻
二
八
五
頁
下
。

(
90
)

　

『浄
土
宗
全
書
』
第
六
巻

一
〇
六
頁
上
~
下
。

(
91
)

　

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
の
八

一
七
頁
。

(
92
)

　　

同

　　

右

　　　

一
の
八

一
七
頁
の
下
注
、
参
照
。

(
93
)

　　

同

　　

右

　　　

一
の
九
四
六
頁
。

こ
こ
に
は
、
『大
集
月
蔵
経
』
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
『
大
方
等
大
集
経
』
巻
第
四
十
三

(「
日
蔵
分
念
仏
三
昧
品
」
第
十
)
の
中
の
文
で
あ
る
。

(
94
)

　

石
井
教
道

『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
七
三
頁
~
七
四
頁
。

(
95
)

　

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第

一
三
巻
二
五
六
頁
中
。

(
96
)

　

『源
信
』
日
本
思
想
大
系

(岩
波
書
店
)

　

一
四
九
頁
上
注
、
参
照
。

(
97
)

　

『浄
土
宗
全
書
』
第
六
巻
五
六
八
頁
上
。

(
98
)

　

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第

一
三
巻
七

一
九
頁
中
。

(
99
)

　　

同

　　

右

　　　　　　　　

七
七
五
頁
下
。

(
100
)

　

金
子
寛
哉

「
日
本
に
お
け
る
群
疑
論
の
引
用
(二
)」
(『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三

十
巻
第
二
号
七
五
二
頁
)。

注

(
85
)

　

『真
宗
聖
教
全
書
』
二
の
七
八
九
頁
~
七
九
〇
頁
。

む
す
び

以
上
、

考
察
し
た
よ
う
に
、

先
ず
、

『
歎
異
抄
』
の
第
十

一
条
の

「
辺
地
解
慢
」

「疑
城
胎
宮
」
と
い
う
語
句
は
、
親
鸞
の
著
述
の
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
が
親
鸞
の
新
造
語
句
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
親
鸞
以
外
の
諸
師

の
著
述
の
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

し
か
し
、

「
辺
地
解
慢
」
の
中
の

「
俳
慢
界
」
に

つ
い
て
は
、
『
菩
薩
処
胎
経
』
巻
第
三
の

「
解
慢
界
」
が

『
群
疑
論
』
に
引
用
さ
れ
、

そ
れ
が
更
に

『往
生
要
集
』
を
通
じ
て
親
鸞
に
達
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
疑
城
胎
宮
」



の
中
の

「
胎
宮
」
に
つ
い
て
は
、

親
鸞
の
新
造
語
句
で
は
な
く
、

『
群
疑
論
』
巻
第

七
に
、
そ
の
用
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
検
討
し
た
。

次
に
、
『歎
異
抄
』
の
第
十
四
条
の

「
こ
の
条
は
、
十
悪

・
五
逆
の
罪
人
、
…
…

一

念
ま
ふ
せ
ば
八
十
億
劫
の
つ
み
を
滅
し
、
十
念
ま
ふ
せ
ば
十
八
十
億
劫
の
重
罪
を
滅

し
て
、
…
…
」
に
つ
い
て
は
、
『
聞
記
』
に
、

「
古
人
が
た
ゞ
善
導
の
意
に
依
て
、

　

こ

こ
を
解
し
た
る
は
甚
だ
行
届
か
ず
。
『
群
疑
論
』
と
見
る
と
、

こ
の
論

一
義
で
、

　

こ

の
文
は
難
な
く
す
め
る
な
り
。」
(注
(61
)参
照
)
と
あ
っ
て
、
善
導
の

『疏
』
の
解
釈

を
こ
こ
に
も
ち
こ
む
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
「
下
下
品
」
の
中
で
、
「
十
悪

一
念
」
「
五

逆
十
念
」
と
配
分
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、

こ
の
考
え
方
の
源
流
は

『
群
疑
論
』

に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
検
討
し
、

「
下
下
品
」
の
中
の

一
罪
人
に

つ
い
て
、
「
十
悪

一
念
」
「
五
逆
十
念
」
と
配
分
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
意
味
が
通
じ
る

こ
と
を
考
究
し
た
。

次
に
、
第
十
八
条
の

「
大
念
に
は
大
仏
を
み
、
小
念
に
は
小
仏
を
み
る
」
に
つ
い

て
は
、
『
大
方
等
大
集
経
』
巻
第
四
十
三

(「
日
蔵
分
念
仏
三
昧
品
」
第
十
)
と

『
十

輪
経
』
(失
訳
、

玄
奘
訳
)
と
の
両
方
に
そ
の
源
流
が
求
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
中
、

前
者
の
所
説
が

『
群
疑
論
』
に
引
用
さ
れ
、
「
大
念
者
大
声
称
レ仏
也
、
…
…
」

と
い

う
注
釈
が
加
え
ら
れ
て
、
更
に
、
こ
の
『
群
疑
論
』
の
所
説
は
、
『
往
生
要
集
』
に
引

用
さ
れ
、

ま
た

『
選
択
集
』
等
に
引
用
さ
れ
て
、

「
念
声
是

一
」
の
論
拠
と
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
、
『教
行
信
証
』
に
も
こ
の
経
典
の
引
用
が
見
ら
れ
る
が
、
『
大
方
等
大

集
経
』
の
所
説
を
有
名
に
し
た
の
は
、
『
群
疑
論
』
の
「
大
念
者
大
声
称
レ
仏
也
、
…
…

・:
」
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
考
究
し
た
。

『欺
異
抄
』
の
思
想
の
背
景

以
上
の
よ
う
に
、
『歎
異
抄
』
の
思
想
の
源
流
を
考
え
る
と
き
、
『
群
疑
論
』
の

所
説
は
、
重
要
な
役
割
を
持

っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

四
九


